
道
祖神
信
仰
の
源
流
古
代
の
道
の
祭
祀
と
陽
物
形
木
製
品
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
平
川
南

目
6
0
ユ
管
㊤
o
『
o
目
o
ば
亀
甘
O
o
o
o
ε
甘
“
『
『
o
目
書
o
㊥
o
冨
巳
6
6
江
＜
6
0
『
宅
σ
o
島
6
昌
．
．
ぎ
ず
目
9
見
ド
o
D
戸
曽
唱
⑫
島
O
ε
g
9
碧
●
閲
o
曽
島
Φ
富
o
男
罫
ξ
己
節

巨
＞
5
包
㊦
目
吟
旨
⑫
o
b

は
じ
め
に

0百済
、
陵
山
里
寺
跡
出
土
陽
物
形
木
簡
の
発
見

②日
本
の
都
城
と
道
の
祭
祀

③記
紀
の
道
に
関
わ
る
神
話

④岐
神
・
塞
の
神
・
来
名
戸
（
船
戸
）
神
そ
し
て
道
祖
神

⑤
道
祖
神
信
仰
の
源
流

［論
文
要

旨
］

　道
祖
神
は
、
日
本
の
民
間
信
仰
の
神
々
の
う
ち
で
、
古
く
か
つ
広
く
信
じ
ら
れ
て
き
た
神
の
代
　
　
　
　
期
難
波
宮
跡
お
よ
び
東
北
地
方
の
多
賀
城
跡
か
ら
出
土
し
た
陽
物
形
木
製
品
は
、
宮
域
や
城
柵
の

表
格
であ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
り
口
・
四
隅
で
行
わ
れ
た
古
代
の
道
の
祭
祀
の
際
に
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　筆
者
は
古
代
朝
鮮
の
百
済
の
王
都
か
ら
出
土
し
た
一
点
の
木
簡
に
注
目
し
て
み
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
世
紀
か
ら
一
〇
世
紀
頃
ま
で
「
道
祖
」
は
、
ク
ナ
ト
（
フ
ナ
ト
）
ノ
カ
ミ
・
サ
エ
ノ
カ
ミ
と

　
王宮
の
四
方
を
羅
城
（
城
壁
）
が
取
り
囲
ん
で
お
り
、
木
簡
は
羅
城
の
東
門
か
ら
平
野
部
に
通
　
　
　
　
い
う
邪
悪
な
も
の
の
侵
入
を
防
ぐ
カ
ミ
と
、
タ
ム
ケ
ノ
カ
ミ
と
い
う
旅
人
の
安
全
を
守
る
道
の
カ

ず
る
唯
一
の
道
付
近
に
あ
る
陵
山
里
寺
跡
の
前
面
か
ら
出
土
し
た
。
木
簡
は
陽
物
（
男
性
性
器
を
　
　
　
　
ミ
と
い
う
二
要
素
を
包
括
す
る
概
念
で
あ
っ
た
。
陽
物
形
木
製
品
を
用
い
た
道
の
祭
祀
は
都
の
宮

表
現し
た
も
の
）
の
形
状
を
呈
し
、
下
端
に
穿
孔
も
あ
り
、
し
か
も
「
道
縁
立
立
立
」
と
い
う
文
　
　
　
　
域
や
地
方
の
城
柵
の
方
形
の
四
隅
で
行
わ
れ
て
き
た
が
、
一
〇
世
紀
以
降
、
政
治
と
儀
礼
の
場
の

字
が
墨
書
さ
れ
て
い
た
。
お
そ
ら
く
六
世
紀
前
半
の
百
済
で
は
、
王
京
を
囲
む
羅
城
の
東
門
入
り
　
　
　
　
多
様
化
と
と
も
に
実
施
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
平
安
京
の
大
小
路
や
各
地

口
付
近
に
設
置
さ
れ
た
柱
に
陽
物
形
木
簡
を
架
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
辻
（
チ
マ
タ
）
な
ど
に
木
製
の
男
女
二
体
の
神
像
が
立
て
ら
れ
、
そ
の
像
の
下
半
身
に
陽
物
・

　日
本
列
島
で
は
、
旧
石
器
時
代
か
ら
陽
物
形
製
品
は
、
活
力
ま
た
は
威
嚇
の
機
能
を
も
ち
、
邪
　
　
　
　
陰
部
を
刻
ん
で
表
現
し
、
そ
の
木
製
の
神
像
が
道
祖
神
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

悪な
も
の
を
防
ぐ
呪
術
の
道
具
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
現
在
各
地
の
道
祖
神
　
　
　
　
　
近
年
の
陽
物
形
木
製
品
の
発
見
と
そ
の
出
土
地
点
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
道
祖
神
の
源
流
を
古

祭
に
お
い
て
も
、
陽
物
が
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。
古
代
に
お
い
て
も
、
七
世
紀
半
ば
の
前
　
　
　
　
代
朝
鮮
・
日
本
に
お
け
る
都
城
で
行
わ
れ
た
道
の
祭
祀
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

1
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は
じ
め
に

　
日
本
列
島
各
地
に
お
け
る
民
間
信
仰
の
神
々
の
う
ち
で
、

れ
た

神
の
代
表
格
と
し
て
道
祖
神
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
、

民
俗
学
の
通
説
的
理
解
を
い
く
つ
か
あ
げ
て
お
き
た
い
。

古
く
か
つ
広
く
信
じ
ら

そ
の
道
祖
神
に
つ
い
て

　
倉
石
忠
彦
氏
に
よ
れ
ば
、
道
祖
神
は
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
を
持
ち
、
そ
の
機
能
を
整

理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
①
境
界

に
機
能
す
る
神
（
a
境
界
を
示
す
神
b
境
界
で
さ
え
ぎ
る
神
c
境
界

　
　
を
開
く
神
d
稜
れ
を
は
ら
う
神
）

　
　
②
旅
の

神
（
a
行
路
の
神
b
旅
人
を
守
護
す
る
神
c
供
物
を
手
向
け
る
神
d

　
　
先
導
す
る
神
）

　
　
③
結
ぶ
神
（
a
空
間
・
領
域
を
結
ぶ
神
b
人
を
結
ぶ
神
c
社
会
集
団
を
結
ぶ

　
　
神
）

　
　
④
祈

願
・
祝
福
す
る
神
（
a
豊
穣
を
祝
う
神
b
誕
生
を
祝
う
神
c
健
康
を
祈

　
　
る
神
）

　
　
⑤

そ
の
他
（
a
性
の
神
b
博
打
の
神
c
そ
の
他
）

　
細
か

に
見
る
と
さ
ら
に
多
く
の
機
能
も
見
ら
れ
る
が
、
い
か
に
多
様
な
機
能
が

「
道
祖
神
」
に
託
さ
れ
て
い
る
か
が
理
解
で
き
る
。
し
か
し
本
当
に
「
道
祖
神
」
は

こ
れ
ら
の
機
能
を
す
べ
て
持
つ
神
な
の
か
、
あ
る
機
能
を
基
本
と
し
て
、
何
ら
か
の

契
機
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
を
付
加
さ
せ
て
き
た
の
か
、
あ
る
い
は
こ
れ
ら
の

機
能
を
持
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
神
が
個
々
に
存
在
す
る
可
能
性
は
な
い
の
か
、
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
基
礎
的
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
見
当
は
い
ま
だ
十
分
に

は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
〔
倉
石
忠
彦
『
道
祖
神
信
仰
の
形
成
と
展
開
』
大
川
書
房
、
二
〇
〇
五
年
、

　
　
　
　
　
　

十
一
・
十
二
頁
要
約
〕

ま
た
、
神
野
善
治
氏
は
道
祖
神
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
考
察
す
る
。

　
　
道
祖
神
（
塞
ノ
神
）
は
文
献
で
も
そ
の
歴
史
を
た
ど
る
こ
と
が
比
較
的
よ
く

　
で
き
る
神
で
あ
る
。
最
も
古
く
は
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
の
い
わ
ゆ
る

　
よ
も
つ
ひ
ら
さ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
や
り
ま
す
よ
み
ど
の
お
お
か
み
　
　
つ
き
た
つ
ふ
な
ど
の
か
み

　
「
黄
泉
平
坂
」
の
物
語
に
、
「
塞
坐
黄
泉
戸
大
神
」
、
「
衝
立
船
戸
神
」
（
岐
神
）
、
「
道

　
俣
神
」
等
と
し
て
登
場
す
る
神
々
が
、
サ
エ
ノ
カ
ミ
に
相
当
す
る
も
の
と
考
え

　
ら
れ
て
い
る
。

　
　
『
古
事
記
』
上
巻
に
よ
れ
ば
、
女
神
イ
ザ
ナ
ミ
を
慕
っ
て
黄
泉
国
を
訪
れ
た

　
男
神
イ
ザ
ナ
ギ
は
、
見
て
は
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
た
女
神
の
姿
を
見
て
し
ま
う
。

　
女
神
に
追
わ
れ
て
、
黄
泉
平
坂
に
至
り
、
大
石
を
も
っ
て
道
を
塞
い
だ
。
そ
の

　
大
石
が

「塞
坐
黄
泉
戸
大
神
」
で
あ
り
、
分
か
れ
道
に
祀
ら
れ
た
の
が
「
道
俣

　
神
」
で
あ
る
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　
へ
　
の
か
み

　
　
平
安
時
代
の
『
和
名
類
聚
抄
』
に
見
え
る
「
道
祖
　
和
名
佐
倍
乃
加
美
、
岐

　
　
　
　
　
ふ
な
と
の
か
み
　
　
　
　
　
　
た
む
け
の
か
み

　
神
　
和
名
布
奈
止
乃
加
美
、
道
神
　
和
名
太
無
介
乃
加
美
」
の
三
神
が
、
こ
れ

　

に
あ
た
る
と
さ
れ
て
い
る
。
民
間
に
広
く
伝
え
ら
れ
て
い
る
サ
エ
ノ
カ
ミ
の
言

　
葉
が
登
場
し
、
「
道
祖
」
を
「
さ
え
の
か
み
」
と
読
ま
せ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
み
ち
あ
え

　
　
『
令
集
解
』
の
「
道
饗
祭
」
の
項
に
、
六
月
と
十
二
月
の
二
回
、
京
の
四
隅

　
　
　
　
　
　
や
ち
ま
た
ひ
　
こ
　
　
　
や
ち
ま
た
ひ
め
　
　
　
く
な
ど

　
の

路
上

で

「
八
衝
比
古
」
「
八
衝
比
売
」
「
久
那
戸
」
の
三
神
を
祀
り
、
悪
霊

　
の

侵
入
を
防
ぐ
行
事
が
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
三
神
も
ま
た
、
道
祖

　
神
「
塞
ノ
神
」
の
神
格
と
し
て
、
し
ば
し
ば
と
り
あ
げ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
以
上
の

よ
う
に
、
日
本
の
古
代
に
す
で
に
道
祖
神
（
塞
ノ
神
）
は
村
や
家
に

　
悪
霊
が
入
っ
て
く
る
の
を
防
ぐ
神
と
考
え
ら
れ
、
同
時
に
道
を
守
り
、
旅
人
の

　
安
全
を
守
る
神
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
道
祖
神
に
対
す
る
信
仰
は
、
人
々
が
ム
ラ
を
つ
く
り
、
社
会
生
活
を
営
む
よ

　
う
に
な
っ
た
時
期
か
ら
、
村
に
進
入
し
て
こ
よ
う
と
す
る
悪
霊
や
災
厄
を
そ
の

　
入

口
や
家
々
の
門
口
な
ど
で
さ
え
ぎ
り
、
ム
ラ
や
家
の
安
泰
を
は
か
ろ
う
と
す

　
る
こ
と
か
ら
形
成
さ
れ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　

〔神
野
善
治
『
人
形
道
祖
神
ー
境
界
神
の
原
像
』
白
水
社
、
一
九
九
六
年
、

318
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五
七

五
・
五
七
六
頁
よ
り
抜
粋
〕

ど
う
そ
じ
ん
　
道
祖
神
　
境
の
神
の
総
称
。
ド
ウ
ソ
ジ
ン
と
呼
ば
れ
る
神
の
ほ

か
サ

エ

ノ
カ
ミ
、
サ
イ
ノ
カ
ミ
、
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
な
ど
と
呼
ば
れ
る
神
を
も
含

む
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
神
々
の
存
在
は
全
国
的
に
認
め
ら
れ
る
が
、
い
ず

れ

も
同
じ
神
で
あ
る
と
の
前
提
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
そ

の

関
係
や
分
布
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
ド
ウ
ソ
ジ
ン
、
サ
エ
ノ
カ
ミ
な

ど
は
全
国
的
に
見
ら
れ
る
が
、
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
は
本
州
中
央
部
お
よ
び
高
知
県

な
ど
に
お
い
て
多
く
分
布
し
、
近
畿
地
方
や
東
北
地
方
に
も
見
ら
れ
る
。
『
古

事
記
』
に
登
場
す
る
道
返
大
神
・
塞
坐
黄
泉
戸
大
神
な
ど
が
サ
エ
ノ
カ
ミ
の
古

い
姿
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
道
祖
神
と
表
記
さ
れ
て
い
な
い
。
平
安
時
代
の
『
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
マ
マ
。
正
し
く
は
道
神
〕

名
類
聚
抄
』
に
は
「
道
祖
、
佐
倍
乃
加
美
」
と
「
祖
神
、
太
無
介
乃
加
美
」
と

が
併
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
も
道
祖
神
の
記
載
は
な
い
。
「
道
祖
」
と
い

う
表
記
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
に
見
ら
れ
、
サ
エ
ノ
カ
ミ
と
訓
じ
ら
れ
た
。
「
道
祖
」

だ

け
で
サ
エ
ノ
カ
ミ
と
訓
じ
た
が
、
次
第
に
こ
れ
だ
け
で
は
サ
エ
ノ
カ
ミ
と
訓

ず
る
こ
と
が
で
き
ず
、
「
神
」
の
字
を
添
え
て
「
道
祖
神
」
と
表
記
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
ド
ウ
ソ
ジ
ン
は
こ
れ
以
後
の
呼
称
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ

は
境
に
お
い
て
旅
の
安
全
を
祈
っ
て
供
物
を
供
え
る
習
俗
な
ど
か
ら
、
「
道
祖
」

　
　
マ
マ
　

と
「
祖
神
」
と
が
同
一
の
神
と
認
識
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
も
思
わ
れ
る
。

　
境
を
特
別
視
し
、
そ
こ
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
神
を
一
括
し
て
道

祖
神
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
村
境
に
立
て
ら
れ
る
大
人
形
や
鹿

島
人
形
な
ど
も
、
境
界
の
神
で
あ
る
か
ら
道
祖
神
で
あ
る
と
す
る
こ
と
が
あ

る
。
そ
の
形
態
は
祠
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
自
然
石
の
場
合
も
あ
る
。
碑
に
刻

ま
れ
た
神
名
は
古
典
に
記
さ
れ
た
境
界
に
か
か
わ
る
神
名
や
、
地
方
名
に
漢
字

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
い
の
か
み
ふ
な
ど
か
み
ち
ま
た
の
か
み
ち
ま
た
の
か
み

を
あ
て
た
も
の
な
ど
多
様
で
、
道
祖
神
・
塞
神
・
岐
神
・
道
俣
神
・
衝
神
・

　
　
　
　
　
　
　
ど
う
ろ
く
じ
ん

道
神
・
久
那
戸
神
・
道
陸
神
・
道
禄
神
・
猿
田
彦
大
神
・
幸
神
そ
の
他
が
あ
る
。

神
像
は
単
体
・
双
体
の
も
の
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
僧
形
・
神
形
の
両
者
が
あ
る
。

そ
れ
は
性
別
不
詳
で
あ
っ
た
り
、
男
女
が
対
に
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
り
す
る
。

特
に
男
女
双
体
像
は
性
的
な
側
面
を
強
調
す
る
も
の
が
あ
り
、
近
親
相
姦
説
話

が
付
随
す
る
も
の
が
あ
る
。

　
時
間
的
、
空
間
的
な
境
界
に
か
か
わ
る
神
と
し
て
そ
の
信
仰
内
容
や
行
事
が

多
様
で
あ
る
た
め
に
、
性
格
や
歴
史
的
展
開
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
こ
と

が
多
い
。

　
　
　
　

〔
『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
下
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
、
倉
石
忠
彦

　
　
　
　

執
筆
分
の
抜
粋
〕

　
右
の
よ
う
な
道
祖
神
に
対
す
る
一
般
的
解
釈
は
、
そ
の
性
格
や
歴
史
的
展
開
に
つ

い
て

は
明
ら
か
で
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
古
代
か
ら
道
祖
神
信
仰
が
複
雑
・
多
岐
な

要
素
を
含
み
、
し
か
も
人
々
が
ム
ラ
を
つ
く
り
、
社
会
生
活
を
営
む
よ
う
に
な
っ
た

時
期
か
ら
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

　
ま
た
、
現
在
の
道
祖
神
の
な
か
に
は
、
木
製
や
ワ
ラ
製
の
男
女
一
対
で
、
し
か
も

陽
物
・
陰
部
（
男
女
の
性
器
）
を
表
現
し
た
特
異
な
神
像
も
存
在
す
る
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
特
異
な
形
態
が
わ
が
国
固
有
の
信
仰
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う

か

に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

　
以
上
の

よ
う
に
、
道
祖
神
信
仰
が
当
初
か
ら
複
雑
・
多
岐
な
要
素
を
含
む
も
の
で

あ
っ
た
か
、
ま
た
特
異
な
形
態
の
源
流
は
何
か
な
ど
の
諸
問
題
に
つ
い
て
、
古
代
の

道
の
祭
祀
と
近
年
の
考
古
学
の
成
果
に
基
づ
き
、
古
代
日
本
の
み
な
ら
ず
、
古
代
朝

鮮

に
ま
で
研
究
を
拡
げ
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
以

下
、
小
論
は
古
代
朝
鮮
の
一
点
の
陽
物
形
木
簡
か
ら
発
し
て
、
民
俗
学
に
お
け

る
膨
大
な
研
究
蓄
積
の
あ
る
道
祖
神
信
仰
に
つ
い
て
、
歴
史
学
・
考
古
学
的
見
地
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

ら
検
討
を
加
え
て
み
た
も
の
で
あ
る
。
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0
百
済
、
陵
山
里
寺
跡
出
土
陽
物
形
木
簡
の
発
見

　
　
　
　
（
2
）

イ
、
扶
饒
、
陵
山
里
寺
跡

　
韓
国
の
忠
清
南
道
扶
飴
郡
扶
鹸
邑
陵
山
里
寺
跡
は
、
百
済
酒
批
時
代
の
寺
院
遺
跡

で
あ
り
、
扶
鹸
の
羅
城
と
陵
山
里
古
墳
群
の
間
に
あ
る
渓
谷
に
位
置
し
て
い
る
。
（
図

1
）

　
陵

山
里
寺
跡
の
発
掘
調
査
は
、
国
立
扶
飴
博
物
館
に
よ
り
一
九
九
二
年
か
ら

二
〇

〇
二
年
ま
で
入
次
に
わ
た
っ
て
実
施
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
中
門
、
木
塔
、
金
堂
、

講
堂
が
南
北
一
直
線
に
置
か
れ
、
周
囲
に
回
廊
を
配
置
す
る
一
塔
一
金
堂
の
典
型
的

な
百
済
伽
藍
様
式
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　
ま
た
、
東
西
回
廊
の
外
側
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
南
北
方
向
の
排
水
路
が
配
置
さ
れ
て

い

る
が
、
西
回
廊
外
郭
の
排
水
路
に
は
木
橋
な
ら
び
に
石
橋
が
、
東
回
廊
外
郭
の
排

水
路

に
は
石
橋
が
配
置
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
中
門
跡
の
南
側
か
ら
は
、

東
西
・
南
北
方
向
の
道
路
遺
構
と
排
水
施
設
が
確
認
さ
れ
た
。

　
一
方
、
一
九
九
三
年
に
は
、
工
房
と
推
定
さ
れ
る
建
物
跡
か
ら
百
済
金
銅
大
香
炉

が
出
土
し
た
。
ま
た
、
木
塔
跡
の
心
礎
石
か
ら
出
土
し
た
石
造
舎
利
寵
に
昌
王
（
威

徳

王
）
十
三
年
（
五
六
七
）
に
公
主
が
舎
利
を
供
養
し
た
と
い
う
銘
文
が
確
認
さ

れ
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
寺
が
百
済
王
室
の
祈
願
寺
刹
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と

な
っ
た
。

　
木
簡
は
、
西
排
水
路
南
端
の
木
橋
周
辺
で
確
認
さ
れ
た
陵
山
里
寺
跡
造
成
以
前
の

排
水
路
か

ら
、
櫛
、
匙
、
器
な
ど
の
木
製
品
や
建
築
部
材
と
と
も
に
二
四
点
出
土
し

た
。　

し
た
が
っ
て
、
本
木
簡
の
年
代
は
、
五
三
八
年
の
百
済
酒
批
遷
都
以
降
、
石
造
舎

利
寵
の
紀
年
銘
五
六
七
年
以
前
の
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
国
立
昌
原
文
化
財
研
究
所
『
韓
国
の
古
代
木
簡
』
（
二
〇
〇
四
年
）
に
お
け
る
第

一
〇
号
木
簡
の
釈
文
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
（
図
2
）

ロ
、
釈
文

　
　
判
読
者

　
　
　
前
面

　
　
　
後
面

国
立
扶
飴
博
物
館
お
よ
び
朴
仲
喚

（
一
面
）
　
元
奉
儀
口
　
道
口
立
十
二
口

（三
面
）
　
元
奉
　
￥

　
筆
者
は
、
平
成
十
五
年
（
二
〇
〇
五
）
三
月
に
国
立
扶
鈴
博
物
館
に
お
い
て
、

見
す
る
機
会
を
得
て
、
右
の
判
読
文
に
訂
正
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
　
　
　
　
　
（
刻
書
）

第
一
面
「
　
『
元
奉
義
』

第
二
面
「

　
　
　
　
　
（
刻
書
）

第
三
面
「
　
『
元
奉

第
四
面
「

　
（
墨
書
）

「道
縁
立
立
立
　
　
○
」

轡
寮

￥
』

　
　
［
立
力
］

口
口

口

十
六

」

○

」

実

二　L
六
×

五
×

五

㎜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

本
木
簡
に
つ
い
て
は
、
韓
国
の
サ
善
泰
氏
は
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。

ま
ず
、
氏
は
次
の
よ
う
な
判
読
案
を
示
し
て
い
る
。

（4）　（3）　（2）　（1）

元
奉
義
　
道
楊
立
立
立

　
　
　
道
口

元
奉
　
　
　
　
天

　
　
　
　
口
口
口
十
六

と
く
に
氏
の
判
読
案
の
主
要
な
点
は
私
案
の
第
一
面
「
道
縁
立
立
立
」
の
「
縁
」
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扶除の羅城 　　　　　　、‘‘、、
”，、い・、川り”＿’

　．、・…””・

　’籔
”蔚山城三

面

　“”㌧’・、二

新里
主山城

旺浦里

　　　　　　　Ik田

’

、

　り’，，，，’rζ

木里〃㌦ド

弓‡止フ’シ

門士d：…いい

　　　　　ご’㌦、、・こ

　羅城∴揮，

筆書膨
門祉㌢

図1扶除の羅城と陵山里寺跡
　　〔東潮・［U中俊明『韓国の古代遺跡2百済・伽耶篇』中央公論社1989年〕
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ボ、

4面 3面

‘
、

2面

〉’
へ

1面

図2韓国陵山里寺跡出土10号木簡
　　　〔国立昌原文化財研究所『韓国の古代木簡』2004年〕
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平川南［道祖神信仰の源流］

を
「
楊
」
と
読
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
楊
」
は
『
説
文
解
字
』
な
ど
に
「
道
上
祭
」

「道
神
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
道
神
で
あ
る
暢
が
立
っ
た
」
と
い
う
解

釈
で

あ
る
。
サ
善
泰
氏
は
結
論
と
し
て
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
道
神
で
あ
る

楊

を
立
て
た
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
男
根
、
す
な
わ
ち
陽
物
を
立
て
て
邪
悪
な
魑
魅

を
退
治
す
る
と
い
う
こ
と
を
象
徴
し
た
も
の
で
あ
る
。
百
済
の
道
祭
は
、
新
羅
の
大

道
祭
、
古
代
日
本
の
道
饗
祭
と
同
様
に
、
酒
批
都
城
四
方
の
外
郭
道
路
で
「
国
家
儀

礼
」
と
し
て
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
サ
氏
が
立
論
の
根
拠
と
し
て
い
る
「
楊
」
と
い
う
解
読
は
、
実
物
を
詳

細

に
観
察
し
た
結
果
、
「
暢
」
で
は
な
く
「
縁
」
と
判
読
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
（
図

3
）

八
、
形
状

　
先

端
部
分
を
加
工
し
陽
物
形
に
仕
上
げ
、
も
う
一
端
は
第
一
面
の
部
分
で
え
ぐ
り

を
入
れ
て
薄
く
削
り
込
ん
で
穿
孔
し
て
い
る
。
第
三
面
の
先
端
部
分
の
み
平
滑
に
削

り
を
入
れ
て
い
る
。

二
、
内
容

　
文
字
は
、
刻
書
と
墨
書
と
で
書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
。
刻
書
は
、
第
一
面
「
元
奉

義
」
と
第
三
面
「
元
奉
　
￥
」
で
あ
る
。
「
奉
義
」
は
「
義
（
の
り
。
人
の
行
う
べ
き
徳
）

を
守
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
は
、
祭
祀
に
関
わ
る
行
為
の

成
就
を
願
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
元
奉
義
」
は
、
「
奉
義
」
を
否
定
す
る
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。
第
三
面
の
天
地
逆
の
「
天
」
の
文
字
と
、
第
一
面
の
部
分
で
え
ぐ
り

を
入
れ
て
薄
く
削
り
込
ん
で
穿
孔
し
た
こ
と
と
密
接
に
関
連
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
本
木
簡
は
、
穿
孔
部
分
を
上
に
、
柱
の
釘
に
架
け
ら
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
「
元

奉
義
」
を
二
重
否
定
す
る
も
の
と
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
願
い

事
を
逆
さ
に
架
け
る
こ
と
は
願
望
を
成
就
さ
せ
る
行
為
と
し
て
多
く
の
民
俗
事
例
が

存
在
す
る
。

　
中
国
の
『
西
湖
遊
覧
志
』
（
明
代
、
田
汝
成
撰
）
に
よ
れ
ば
、
端
午
の
節
に
橿
（
は

，
蕊

．

蘂

　
　
楽

　
　
　
　
　
　
　
ガ

〔
『韓
国
の
古
代
木
簡
』
所
載
の
赤
外
線
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
映
像
〕

ひロ〆
・
，
量
ソ
、

ひ
グ　

∀
｝

　
、

ク
ピ

　一／’7

　　巻、〆」ψ

　↓

　二

≠　）♂

声一

〔筆
者
の
実
見
に
よ
る
見
取
り
図
〕

図3　「縁」の字体
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し
ら
）
に
「
儀
方
」
と
い
う
呪
語
を
書
い
て
倒
貼
す
る
と
、
蛇
旭
（
ま
む
し
）
を
防

ぐ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
こ
れ
に
類
似
し
た
作
法
は
、
日
本
に
も
伝
え
ら
れ
、
近

世

の

『陰
陽
師
調
法
記
』
（
元
禄
十
四
年
版
）
に
は
、
「
五
月
五
日
午
の
時
に
朱
砂

を
用
て
圏
と
い
う
字
一
ツ
か
き
て
、
門
ば
し
ら
に
さ
か
さ
ま
に
は
り
つ
け
て
お
け
ば
、

蛇
虻

（あ
ぶ
）
家
内
へ
き
た
る
事
な
し
」
と
み
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
常
光
徹
氏
は
、
「
逆
さ
ま
の
民
俗
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。

　
門
口
に
逆
さ
ま
の
も
の
を
貼
っ
た
り
吊
し
て
お
く
民
俗
は
豊
富
で
、
そ
の
多

く
は
毒
虫
や
疫
病
な
ど
が
家
に
入
り
こ
む
の
を
防
ぐ
目
的
で
行
わ
れ
て
い
る
。

甘
茶
で
書
い
た
文
字
、
し
ゃ
も
じ
・
簑
な
ど
そ
れ
自
体
が
意
味
を
帯
び
た
呪
物

だ

が
、
そ
れ
ら
を
逆
さ
に
す
る
こ
と
で
、
災
禍
を
も
た
ら
す
邪
悪
な
モ
ノ
の
進

入

を
遮
る
呪
力
が
強
力
に
発
動
す
る
。
「
逆
さ
ま
」
は
日
常
性
が
逆
転
し
た
と

こ
ろ
の
非
日
常
性
の
象
徴
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
「
逆
さ
ま
」
の
行
為
に
よ
っ

て
、
あ
る
状
態
を
別
の
状
態
に
転
換
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
な
こ
と
を
示
し
て
い

る
。

　
次

に
墨
書
の
第
一
面
「
道
縁
立
立
立
」
、
第
三
面
「
道
縁
」
の
意
味
は
、
文
字
ど
お
り
、

道
路
の
縁
に
本
木
簡
を
立
て
る
と
い
う
掲
示
方
法
を
表
記
し
た
と
い
え
よ
う
。
な
お
、

「
立
立

立
」
と
三
文
字
く
り
返
す
こ
と
は
呪
符
で
は
一
般
的
で
あ
り
、
習
書
で
は
な

い
。
古
代
日
本
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
、
静
岡
県
浜
松
市
伊
場
遺
跡
出
土
の
百
怪
呪

符
木
簡
に
呪
文
「
急
々
如
律
令
」
と
と
も
に
「
戌
戌
戌
」
と
記
し
て
い
る
。
第
四
面

の
文
字
は
現
段
階
で
は
不
明
と
す
る
。

ホ
、
掲
示
方
法

　
本

木
簡
は
陽
物
形
と
称
す
る
も
の
と
み
て
間
違
い
な
い
。
ま
た
わ
ず
か
に
長
さ

二

二
・
六
㎝
、
幅
二
・
五
㎝
と
小
型
で
あ
る
。
こ
の
陽
物
形
木
簡
を
道
縁
に
立
て
る
方

法

と
し
て
、
お
そ
ら
く
常
設
の
柱
の
釘
に
架
け
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
道
行
く
人
々
の

目
線
で
み
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
場
合
、
第
三
面
の
先
端
部
分
が

平
滑
に
削
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
し
て
、
第
三
面
を
柱
に
接
触
さ
せ
、
第
一
面
が

正
面

に
見
え
る
よ
う
に
掲
示
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
第
三
面
の
「
天
」
を

掲
示
法
の
指
示
と
理
解
す
る
と
、
本
木
簡
は
陽
物
形
の
先
端
を
道
路
に
向
け
、
記
さ

れ

た
文
字
が
天
地
逆
と
な
る
よ
う
な
掲
示
の
し
か
た
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
百
済
の
酒
批
の
王
宮
は
、
西
か
ら
南
に
錦
江
（
白
馬
江
）
の
大
河
が
画
し
、
北
に

は

扶
鈴
山
が
位
置
し
、
さ
ら
に
王
京
を
羅
城
が
取
り
囲
ん
で
い
る
。
そ
の
羅
城
の
う

ち
、
最
も
直
線
的
に
完
全
に
閉
鎖
し
て
い
る
の
は
東
辺
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
平
野
部

へ
通
ず
る
唯
一
の
道
路
が
東
に
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
東
辺
羅
城
の
ほ
ぼ
中
央
に
東
方

に
通
ず
る
道
が
位
置
し
て
い
る
。

　
本
木
簡
は
、
そ
の
羅
城
の
東
門
を
出
た
道
の
端
に
立
て
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
六
世
紀
前
半
の
扶
飴
（
百
済
王
京
）
を
囲
む
羅
城
の
東
門
入
り
ロ

付
近

に
設
置
さ
れ
た
柱
に
、
陽
物
形
木
簡
が
架
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
春
成
秀
爾
氏
に
よ
れ
ば
、
日
本
列
島
で
は
、
陽
物
形
の
製
作
・
使
用
は
旧
石
器
時

代
か
ら
現
代
ま
で
続
い
て
お
り
、
活
力
ま
た
は
威
嚇
の
機
能
を
象
徴
す
る
辟
邪
の
呪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

具
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
と
し
て
い
る
。

　
ま
た
現
在
各
地
で
行
わ
れ
て
い
る
民
俗
行
事
と
し
て
の
道
祖
神
祭
に
お
い
て
も
、

陽
物
を
用
い
た
祭
祀
形
態
が
広
範
に
見
受
け
ら
れ
る
。
（
図
4
）
（
図
5
）
（
図
7
）

し
た
が
っ
て
、
朝
鮮
半
島
に
お
い
て
も
陵
山
里
寺
跡
出
土
の
陽
物
形
木
簡
は
、
王
の

居
住
す
る
王
京
を
常
に
清
浄
に
保
ち
、
邪
悪
な
も
の
が
王
京
に
侵
入
す
る
の
を
防
ぐ

た
め
に
羅
城
の
東
門
入
り
口
付
近
の
「
道
の
縁
」
に
立
て
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
現
代
の
韓
国
の
民
俗
例
と
し
て
も
、
農
家
の
門
口
に
五
穀
な
ど
と
と
も
に
、
陽

物
形
木
製
品
を
吊
り
下
げ
て
い
る
。
陽
物
の
先
端
を
道
に
向
け
て
吊
す
掲
示
方
法
は
、

陵
山
里
寺
跡
の
陽
物
形
木
簡
の
右
の
よ
う
な
想
定
と
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
図

6
）
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図4現在の民俗行事にみえる陽物祭祀一①
　　　ワラ製陽物一lll梨県山梨市牧丘北原の道祖神祭

図5　現在の民俗行事にみえる陽物祭祀一②
　　　1場物形木製品一山梨県山梨市牧丘町室伏の道祖神祭

図6　韓国の民俗例
　　　南部地方の農家吐：全景、左：部分拡大）
　　　韓国民俗村，小野IE敏氏撮影
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②
日
本
の
都
城
と
道
の
祭
祀

（
1
）
都
城
の
祭
祀

襟

図7　現在の民俗行事にみえる陽物祭祀一③
　　　ワラ人形と木製陽物一秋田県横手盆地山内村田代
　　　沢のカシガ様（カシマ様）〔神野善治「人形道祖神

　　　一境界神の原像』1996年〕

イ
、
道
饗
祭
・
障
神
祭
・
宮
城
四
隅
祭

　
神
祇
令

に
「
道
饗
祭
」
は
季
夏
・
季
冬
の
祭
祀
と
さ
れ
る
。
そ
の
道
饗
祭
に
つ
い

て
、
『
令
義
解
』
で
は
、
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。
道
饗
祭
は
、
卜
部
ら
が
京

城
の

四
隅
の
道
上
で
祭
る
も
の
で
、
外
か
ら
来
る
鬼
魅
が
京
師
に
入
ら
ぬ
よ
う
、
預

　
　
　
　
　
き
ょ
う
あ
つ

め

道
に

迎

え
て
饗
遇
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
場
合
、
饗
遇
の
語
意
は
、
饗

が
も
て
な
す
、
遇
が
阻
止
す
る
、
す
な
わ
ち
、
も
て
な
し
て
鬼
魅
が
京
師
に
入
る
の

を
阻
止
す
る
の
で
あ
る
。

　
季
夏
条
集
解
所
引
の
令
釈
で
は
、
次
の
よ
う
に
み
え
る
。
す
な
わ
ち
、
京
の
四
方

大
路
の
最
極
に
お
い
て
ト
部
ら
が
祭
る
も
の
で
、
牛
皮
な
ら
び
に
鹿
猪
皮
を
用
い
る
。

こ
れ
は
、
外
か
ら
来
る
鬼
魅
が
宮
内
に
入
ら
ぬ
よ
う
に
祭
る
も
の
で
、
左
右
京
職
も

祭
に
預
る
と
し
て
い
る
。

　
　
『
延
喜
式
』
巻
第
一
、
四
時
祭
式
に
「
道
饗
祭
」
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
　

道
饗
の
祭
〈
京
城
の
四
隅
に
於
い
て
祭
れ
〉

　
　

五
色

の
薄
施
各
一
丈
、
倭
文
四
尺
、
木
綿
一
斤
十
両
、
麻
七
斤
、
庸
布
二
段
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

鍬
四
口
、
牛
皮
二
張
、
猪
皮
・
鹿
皮
・
熊
皮
各
四
張
、
酒
四
斗
、
稲
四
束
、

　
　

鰻
二
斤
五
両
、
堅
魚
五
斤
、
脂
八
升
、
海
藻
五
斤
、
塩
二
升
、
水
盆
・
杯
各

　
　

四
口
、
欄
八
把
、
鉋
四
柄
、
調
の
薦
二
枚
。

　
　
『
延
喜
式
』
巻
第
八
に
は
、
道
饗
祭
の
祝
詞
が
み
え
る
。

　
　

道
饗
の
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
め
み
　
ま
　
　
　
　
　
　
た
た
　
ご
と
お
え
ま
つ
　
お
お
や
ち
ま
た

　
　

高
天
の
原
に
事
始
め
て
、
皇
御
孫
の
命
と
、
称
え
辞
寛
奉
る
大
八
衛
に
ゆ
つ

　
　
　
　
　
　
　
ふ
さ
　
　
　
　
　
　
す
め
が
み

　
　

磐
村
の
如
く
塞
が
り
坐
す
皇
神
た
ち
の
前
に
申
さ
く
、
八
衡
比
古
・
八
衛
比

　
　

売
・
久
那
斗
と
御
名
を
ば
申
し
て
、
辞
寛
え
奉
ら
く
は
、
根
の
国
・
底
の
国

　
　
　
　
あ
ら
　
う
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
じ
こ

　
　

よ
り
鹿
び
疎
び
来
ら
む
物
に
、
相
い
率
り
相
い
口
会
う
る
事
な
く
て
、
下
よ

　
　

り
行
か
ば
下
を
守
り
、
上
よ
り
往
か
ば
上
を
守
り
、
夜
の
守
り
・
日
の
守
り

　
　
　
　
　
　
　
い
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
て
ぐ
ら
　
　
あ
か
る
た
え
　
て
る
た
え
　
に
き
た
え
　
あ
ら
た
え

　
　
に

守
り
奉
り
斎
い
奉
れ
と
、
進
る
幣
吊
は
、
明
妙
・
照
妙
・
和
妙
・
荒
妙
に

　
　
　
　
　
　
　
み
わ
　
　
み
か
　
　
へ
　
た
か
し
　
　
　
　
　
は
ら
み
　
な
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
か
い

　
　

備

え
奉
り
、
御
酒
は
甑
の
辺
高
知
り
、
頴
の
腹
満
て
双
べ
て
、
汁
に
も
穎
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
こ
も
の
　
　
　
　
　
あ
ら
も
の

　
　

も
、
山
野
に
住
む
物
は
、
毛
の
和
物
・
毛
の
荒
物
、
青
海
原
に
住
む
物
は
、

　
　
は
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
も
の
　
お
き
　
　
も
は
　
　
　
へ

　
　

鰭
の

広
物
、
鰭
の
狭
物
、
奥
つ
海
菜
・
辺
つ
海
菜
に
至
る
ま
で
に
、
横
山
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

　
　

如
く
置
き
足
ら
わ
し
て
進
る
宇
豆
の
幣
吊
を
、
平
ら
け
く
聞
こ
し
食
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ち
わ
　
　
と
き
わ

　
　

八
衡

に
ゆ
つ
磐
村
の
如
く
塞
が
り
坐
し
て
、
皇
御
孫
の
命
を
堅
磐
に
常
磐
に

　
　
い
わ
　
　
　
　
　
　
い
か
　
　
み
　
よ
　
　
さ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
こ

　
　

斎
い
奉
り
、
茂
し
御
世
に
幸
わ
え
奉
り
給
え
と
申
す
。
ま
た
親
王
た
ち
・

　
　
お
お
き
み
　
ま
え
つ
き
み
　
　
　
も
も
　
つ
か
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お
み
た
か
ら

　
　

王

た
ち
・
臣
た
ち
・
百
の
官
の
人
ど
も
、
天
の
下
の
公
民
に
至
る
ま
で
に
、

　
　
　
　
　
　
い
わ
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
つ
か
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
と
の
り
と
ご
と

　
　

平

ら
け
く
斎
い
給
え
と
、
神
官
、
天
つ
祝
詞
の
太
祝
詞
事
を
以
ち
て
、
称
え

　
　

辞
寛
え
奉
ら
く
と
申
す
。

　
祝
詞
の
内
容
は
、
大
八
衡
に
い
る
八
衡
比
古
・
八
衝
比
売
・
久
那
斗
に
大
量
の
幣

吊
を
奉
っ
て
、
根
国
・
底
国
よ
り
麓
で
疎
び
来
る
物
を
防
ぐ
と
と
も
に
、
天
皇
の
寿
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命
長
久
と
御
世
の
平
安
、
さ
ら
に
、
親
王
以
下
の
人
々
の
守
護
を
祈
願
し
た
も
の
で

あ
る
。

　
四

時
祭
の
道
饗
祭
の
供
物
と
し
て
「
牛
皮
二
張
、
猪
皮
、
鹿
皮
、
熊
皮
各
四
張
」

と
あ
り
、
祝
詞
の
中
で
は
「
山
野
に
住
む
物
は
、
毛
の
和
物
・
毛
の
荒
物
」
と
柔
毛

の
動
物
、
粗
毛
の
動
物
を
表
記
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
日
本
書
紀
』
〔
巻
第
一
、
神
代
上
、
第
五
段
（
一
書
第
一
一
）
〕
の
、
保
食
神
の

屍
か

ら
、
幾
多
の
食
物
が
生
ま
れ
る
話
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

　
　
一
書
に
曰
は
く
、
伊
装
諾
尊
、
三
の
子
に
勅
任
し
て
曰
は
く
、
「
天
照
大
神
は
、

　
　
高
天
之
原
を
御
す
べ
し
。
月
夜
見
尊
は
、
日
に
配
べ
て
天
の
事
を
知
す
べ
し
。

　
　
素
菱
鳴
尊
は
、
槍
海
之
原
を
御
す
べ
し
」
と
の
た
ま
ふ
。
既
に
し
て
天
照
大
神
、

　
　
天
上

に
在
し
ま
し
て
曰
は
く
、
「
葦
原
中
國
に
保
食
神
有
り
と
聞
く
。
爾
、
月

　
　
夜
見
尊
、
就
き
て
候
よ
」
と
の
た
ま
ふ
。
月
夜
見
尊
、
勅
を
受
け
て
降
り
ま
す
。

　
　
已

に
保
食
神
の
許
に
到
り
た
ま
ふ
。
保
食
神
、
乃
ち
首
を
廻
し
て
國
に
響
ひ
し

　
　
か

ば
、
口
よ
り
飯
出
づ
。
又
海
に
響
ひ
し
か
ば
、
鰭
の
廣
・
鰭
の
挾
、
亦
口
よ

　
　
り
出
づ
。
又
山
に
響
ひ
し
か
ば
、
毛
の
鹿
・
毛
の
柔
、
亦
口
よ
り
出
づ
。
夫
の

　
　
品
の
物
悉
に
備
へ
て
、
百
机
に
貯
へ
て
饗
た
て
ま
つ
る
。

　

こ
の
山
の
「
毛
の
麓
・
毛
の
柔
」
は
、
道
饗
祭
の
山
の
狩
猟
の
獲
物
と
共
通
し
た

表
記
で
あ
る
。

　

『延
喜
式
』
巻
第
三
、
臨
時
祭

　
　
宮
城
の
四
隅
の
疫
神
の
祭
〈
も
し
京
城
の
四
隅
に
祭
る
べ
く
ば
、
こ
れ
に
准
え

　
　
よ
〉

　
　
五

色
の
薄
維
各
一
丈
六
尺
〈
四
所
に
等
し
く
分
つ
。
已
下
こ
れ
に
准
え

　
　
よ
〉
、
倭
文
一
丈
六
尺
、
木
綿
四
斤
八
両
、
麻
八
斤
、
庸
布
八
段
、
鍬
十
六
口
、

　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
牛
皮
・
熊
皮
・
鹿
皮
・
猪
皮
各
四
張
、
米
・
酒
各
四
斗
、
稲
十
六
束
、
腹
・
堅

魚
各
十
六
斤
、
賠
二
斗
、
海
藻
・
雑
の
海
菜
各
十
六
斤
、
塩
二
斗
、
盆
四
口
、

杯
八

ロ
、
鉋
四
柄
、
槻
十
六
把
、
薦
四
枚
、
藁
四
囲
、
楮
棚
四
脚
〈
各
高
さ
四

尺
、
長
さ
三
尺
五
寸
〉
、
材
一
枝
。

『延
喜
式
』
巻
第
三
、
臨
時
祭

畿
内
の
堺
十
処
の
疫
神
の
祭
〈
山
城
と
近
江
の
堺
一
、
山
城
と
丹
波
の
堺
二
、

山
城
と
摂
津
の
堺
三
、
山
城
と
河
内
の
堺
四
、
山
城
と
大
和
の
堺
五
、
山
城
と

伊
賀
の
堺
六
、
大
和
と
伊
賀
の
堺
七
、
大
和
と
紀
伊
の
堺
八
、
和
泉
と
紀
伊
の

堺
九
、
摂
津
と
播
磨
の
堺
十
〉

堺
別
に
五
色
の
薄
施
各
四
尺
、
倭
文
四
尺
、
木
綿
・
麻
各
一
斤
二
両
、
庸
布
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

段
、
金
・
鉄
の
人
像
各
一
枚
、
鍬
四
口
、
牛
皮
・
熊
皮
・
鹿
皮
・
猪
皮
各
一
張
、

稲
四
束
、
米
・
酒
各
一
斗
、
腹
・
堅
魚
・
海
藻
・
滑
海
藻
各
四
斤
、
雑
の
海
菜

四

斤
、
賠
五
升
、
塩
五
升
、
水
盆
一
口
、
杯
二
口
、
鉋
四
把
、
薦
一
枚
、
藁

一
囲
、
輿
籠
一
脚
、
材
一
枝
、
担
夫
二
人
〈
京
職
を
差
し
て
充
て
よ
〉
。

『延
喜
式
』
巻
第
三
、
臨
時
祭

蕃
客
を
堺
に
送
る
神
の
祭

五
色

の
薄
絶
各
四
尺
、
倭
文
二
尺
、
木
綿
・
麻
各
二
斤
、
庸
布
四
段
、
鍬
四
口
、

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

牛
皮
・
熊
皮
・
鹿
皮
・
猪
皮
各
二
張
、
酒
二
斗
、
米
四
升
、
抜
・
堅
魚
各
二
斤
、

海
藻
四
斤
、
膳
八
升
、
塩
四
升
、
稲
十
二
束
、
水
盆
二
口
、
杯
四
口
、
鉋
二
柄
、

薦
二
枚
、
藁
四
囲
、
欄
八
把
〈
已
上
は
祭
料
〉
。
木
綿
四
両
、
麻
一
斤
、
酒
六
升
、

米
四
升
、
鰻
・
堅
魚
各
一
斤
、
雑
の
海
菜
二
斤
、
脂
一
斤
、
塩
一
升
、
水
盆
・

杯
各
二
口
、
鉋
一
柄
、
食
薦
二
枚
、
槻
十
把
、
輩
籠
一
口
、
材
一
枝
、
夫
二
人

〈已
上
は
祓
の
料
〉
。

右
、
蕃
客
入
朝
せ
ば
、
畿
内
の
堺
に
迎
え
、
送
る
神
を
祭
り
却
け
よ
。
そ
の
客

徒
ら
、
京
城
に
至
る
比
、
祓
の
麻
を
給
い
、
除
わ
し
め
て
す
な
わ
ち
入
れ
よ
。
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『延
喜
式
』
巻
第
三
、
臨
時
祭

障
神
の
祭

五
色
の
薄
施
各
一
丈
二
尺
、
倭
文
一
丈
二
尺
、
木
綿
・
麻
各
十
二
斤
、
庸
布
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　

段
、
熊
皮
・
牛
皮
・
鹿
皮
・
猪
皮
各
四
張
、
鍬
十
六
口
、
米
・
酒
各
四
斗
、
稲

十
六
束
、
鰻
・
堅
魚
・
海
藻
各
入
斤
、
脂
・
塩
各
二
斗
、
水
盆
四
口
、
杯
入
口
、

鉋
四

柄
、
桝
十
二
把
、
薦
四
枚
〈
五
色
の
薄
施
以
下
を
四
所
に
等
分
せ
よ
〉
。

右
、
客
ら
入
京
せ
ん
と
き
は
、
前
つ
こ
と
二
日
、
京
城
の
四
隅
に
障
神
の
祭
を

な
せ
。

　
「
宮
城
の
四
隅
の
疫
神
の
祭
」
は
京
城
の
四
隅
に
お
い
て
疫
神
を
祭
り
、
「
畿
内
の

堺
十
処
の
疫
神
の
祭
」
は
、
畿
内
の
堺
十
ヶ
所
で
疫
神
を
祭
り
、
「
蕃
客
を
堺
に
送

る
神
の
祭
」
「
障
神
の
祭
」
の
二
つ
の
祭
は
、
と
も
に
外
国
か
ら
入
京
す
る
使
節
に

対
し
て
疫
病
な
ど
の
侵
入
を
防
ぐ
た
め
に
畿
内
の
堺
、
京
城
の
四
隅
に
祭
っ
た
も
の

　
　
（
6
）

で
あ
る
。

　
虎
尾
俊
哉
編
『
延
喜
式
上
』
（
集
英
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
の
補
注
に
よ
れ
ば
、
道

饗
祭
を
は
じ
め
と
す
る
道
に
関
わ
る
祭
祀
と
動
物
皮
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
注
釈

し
て
い
る
。

　
道
饗
祭
は
、
神
祇
令
季
夏
条
令
釈
に
「
卜
部
等
祭
、
牛
皮
井
鹿
猪
皮
用
也
」
と
あ

る
よ
う
に
、
ト
部
が
祭
祀
を
執
行
し
、
牛
・
鹿
・
猪
等
動
物
の
皮
が
供
饅
さ
れ
た
。

延
喜
式
で
は
、
こ
れ
に
熊
皮
が
加
わ
り
、
四
種
の
動
物
の
皮
が
供
撰
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
動
物
皮
の
供
撰
が
道
饗
祭
の
顕
著
な
特
徴
で
あ
る
。
こ
う
し
た
動
物
皮
が
供
撰

さ
れ
る
祭
祀
は
、
臨
時
の
疫
神
祭
、
堺
神
祭
等
と
同
様
、
道
と
堺
の
祭
に
限
ら
れ
て

い

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
祭
祀
は
ト
部
が
執
行
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な

よ
う
に
、
外
来
の
大
陸
的
祭
祀
の
影
響
が
強
い
と
い
う
。

下

に
お
い
て
都
は
飛
■
か
ら
難
波
へ
遷
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
の
難
波
宮
を
前
期
難

波
宮
（
難
波
長
柄
豊
碕
宮
）
と
よ
び
、
そ
の
宮
域
は
一
応
の
推
定
と
し
て
、
東
西
約

六

〇
〇
m
、
南
北
約
五
三
〇
m
程
度
の
広
が
り
と
さ
れ
て
い
る
。

　
一
九
九
九
年
に
は
、
難
波
宮
北
西
部
の
大
阪
府
警
察
本
部
の
敷
地
で
、
南
東
か
ら

北
西

に
下
る
大
き
な
谷
が
確
認
さ
れ
、
調
査
の
結
果
、
谷
の
中
の
遺
物
包
含
層
か
ら

数
多
く
の
土
器
や
木
製
品
が
出
土
し
た
。
な
か
で
も
三
二
点
の
木
簡
の
う
ち
に
は
、

「
戊
申
年
」
と
記
さ
れ
た
木
簡
が
あ
り
、
こ
の
年
は
共
伴
し
た
土
器
の
年
代
観
か
ら

六
四

八
年
（
大
化
四
）
に
あ
た
る
。
一
点
の
木
簡
の
み
か
ら
遺
跡
の
年
代
を
は
か
る

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
で
出
土
し
た
遺
構
・
遺
物
と
の
関
係
を
考

慮
す
れ
ば
、
前
期
難
波
宮
が
天
武
朝
を
さ
か
の
ぼ
る
七
世
紀
中
葉
の
段
階
で
機
能
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

て

い

た
こ
と
は
、
ほ
ぼ
確
実
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
（
図
8
）

　

こ
れ
ら
の
木
簡
と
と
も
に
大
量
に
出
土
し
た
木
製
品
の
な
か
に
、
二
点
の
男
根
状

（陽
物
形
）
木
製
品
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
一
点
は
、
下
方
に
括
れ
が
削
り
込
ま
れ

て

い

る
。
も
う
一
点
は
、
陰
嚢
部
分
ま
で
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る

　
　
　
　
　
（
8
）

木
製
品
で
あ
る
。
（
図
9
）

　
結
局
、
前
期
難
波
宮
の
北
西
隅
に
あ
た
る
地
点
で
陽
物
形
木
製
品
を
用
い
た
道
饗

祭
〈
京
城
の
四
隅
に
於
い
て
祭
れ
〉
の
よ
う
な
道
の
祭
祀
が
実
施
さ
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
し
か
も
二
点
の
陽
物
形
木
製
品
は
、
百
済
・
陵
山
里
寺
跡
出
土
陽
物
形

木
簡
と
同
様
に
、
括
り
部
分
に
ヒ
モ
を
か
け
、
陽
物
形
の
先
端
を
下
方
に
向
け
掲
示

し
た
可
能
性
が
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
北
西
隅
の
道
の
祭
祀
と
す
れ

ば
、
推
定
宮
域
東
西
約
六
〇
〇
m
、
南
北
約
五
三
〇
m
の
一
角
を
確
実
に
定
め
た
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

ロ
、
前
期
難
波
宮
出
土
の
陽
物
形
木
製
品

　
大
化
元
年
（
六
四
五
）
か
ら
白
雑
五
年

（六
五

四
）
ま
で
の
孝
徳
天
皇
の
治
世
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（
2
）
地
方
都
市
（
多
賀
城
）
に
お
け
る
道
の
祭
祀

イ
、
百
惟
平
安
未
申
立
符
（
図
1
0
）

　
多
賀
城
の
す
ぐ
南
側
、
南
門
の
約
二
五
〇
メ
ー
ト
ル
に
あ
る
運
河
の
堆
積
土
か
ら

一
点
の
木
簡
が
発
見
さ
れ
た
。
長
さ
二
八
・
五
セ
ン
チ
で
、
表
に
「
口
×
百
悟
平
安

符
未
申
立
符
」
、
裏
に
は
「
謡
口
口
・
奉
袈
急
・
如
律
令
」
と
記
さ
れ
三
る
．

木
簡
の
年
代
は
一
一
世
紀
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
頭
部
を
山
形
に
削
り
、
下
端
を
尖

ら
せ
た
形
状
は
呪
符
の
典
型
的
な
形
状
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
百
惟
を
鎮
め
除
く
た

め

の
呪
符
で
、
未
申
い
わ
ゆ
る
西
南
の
方
角
に
立
て
た
符
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
こ
の
木
簡
は
道
饗
祭
の
時
、
艮
（
東
北
）
角
・
巽
（
東
南
）
角
・
乾
（
北
西
）

角
と
と
も
に
坤
（
西
南
）
角
に
立
て
ら
れ
た
符
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
「
未
申
立
符
」
は
、
多
賀
城
の
西
南
部
分
に
あ
た
り
、
城
内
へ
侵
入
し
よ
う

と
す
る
百
笹
の
退
散
を
願
っ
て
行
わ
れ
た
祭
の
時
に
、
多
賀
城
の
四
隅
に
た
て
ら
れ

た
符
の
一
つ
か
と
思
わ
れ
る
。
地
方
都
市
で
は
十
一
世
紀
に
お
い
て
も
形
式
的
に
こ

の

よ
う
な
道
の
祭
祀
が
実
施
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
道
饗
祭
に
関
連
し
て
、
そ
の
祭
式
構
造
が
類
似
し
て
い
る
の
が
、
鎮
火
祭
で

あ
る
。
鎮
火
祭
は
、
宮
城
四
方
の
外
角
で
、
卜
部
ら
が
火
を
鐙
っ
て
祭
る
も
の
で
、

火
災
を
防
ぐ
た
め
の
祭
祀
で
あ
る
。
宮
城
四
方
の
外
角
と
は
、
宮
城
四
隅
の
チ
マ
タ

で
祀

る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
鎮
火
祭
は
地
方
の
国
府
に
お
い
て
も
実
施
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
下
野
国
府
跡
出
土
の
木
簡
（
削
屑
）
に
「
鎮
火
祭
口

口
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
本
木
簡
の
出
土
し
た
大
溝
は
政
庁
か
ら
西
南
約
三
三
〇
メ
ー

ト
ル
の
地
点
で
あ
る
の
で
、
か
り
に
政
庁
を
囲
む
方
二
～
三
町
の
国
庁
域
を
想
定
し

た
と
し
て
も
、
そ
の
外
辺
に
あ
た
る
。
本
木
簡
の
時
期
は
、
伴
出
し
た
木
簡
に
「
里

正
」
と
い
う
郷
里
制
下
の
職
名
が
み
え
る
こ
と
か
ら
、
七
一
七
～
七
四
〇
年
の
間
で

考
え
ら
れ
る
。
国
府
に
お
い
て
、
鎮
火
祭
を
そ
の
国
庁
四
隅
の
チ
マ
タ
で
執
り
行
っ

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

口
、
土
器
埋
設
祭
祀
（
図
1
1
）

多
賀
城
南
面
に
お
い
て
、

穴

を
掘
っ
て
土
器
を
埋
設
し
た
遺
構
が
、
道
路
の
交
差

0
㎝

図10　多賀城跡出土呪符「百笹（怪）平安未申立符」木簡
　　　〔『多賀城跡一昭和55年度発掘調査概報一』1980年〕
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土器埋設遺構
　◆甕（合口）

　●甕（単体）

　▲杯・高台皿（入子・合口）
　▼杯（単体）

匡i≡二＝二＝］、

西町浦地区
　　⑧

口゜

　　　口

一一〔コ〔コ〔］

口巨］

八幡地区
　　⑪

　　　　　　⑳④　②1
　　　　　　　　　譜

［［［［［［［［

0

＼
1
＼

多賀城廃寺跡

o

斌
嬬
★
⑧

埋　設　状　況 地点（図中番号と対応）

土師器甕2個　　　　　　　　　合口　横位 ②⑭

土師器甕と杯　　　　　　　　　合口　横位 ③

土師器甕1個　　　　　　　　　　　　横位 ①⑥⑦⑪⑫⑮⑯
交
　
差
　
点

土師器高台皿2個　　　　　　　合口　正位 ⑩

土師器杯2個　　　　　　　　入子　正位 ④

須恵器杯1個　　　　　　　　　　　正位 ⑤

路
上

土師器甕2個　　　　　　　　　合口　横位 ⑧⑨⑬

土師器甕1個　　　　　　　　　　　　正位 卿
土師器の甕と杯　　　　　　　　入子　正位 ⑳区

　
画
　
内

土師器甕と須恵系土器杯　　　　合口　正位 卿
土師器杯2個　　　　　　　　　入子　正位 ⑳

土師器杯と須恵系土器杯　　　　合口　正位 ⑳

須恵器杯1個　　　　　　　　　　　　倒位 ⑳

土師器甕2個　　　　　　　　　合口　横位 ⑰⑱地
割
外 土師器甕1個　　　　　　　　　　　　横位 ⑲

図11　多賀城街区の土器埋設遺構と出土品
　　　〔『多賀城市史』11997年〕
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点
で
一
、
二
基
、
他
の
路
上
で
三
基
、
区
画
内
で
九
基
、
方
格
地
割
の
外
で
一
、
一
基
の
計

二
八
基
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
、
区
画
内
で
検
出
し
た
土
器
埋
設
遺
構
は
、
そ
の
年
代
が
八
世
紀
か
ら
一
〇

世
紀
ま
で
で
あ
り
、
そ
の
場
所
に
施
設
を
建
設
す
る
際
の
地
鎮
な
ど
の
祭
祀
に
と
も

な
う
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
道
路
部
分
で
発
見
さ
れ
た
埋
設
遺
構
に
は
次
の
よ
う
な
特
徴
が
み

ら
れ
る
。
第
一
点
は
、
一
六
基
中
、
一
三
基
ま
で
が
交
差
点
に
あ
っ
た
こ
と
、
第
二

点

は
埋
設
時
期
が
明
確
な
も
の
は
す
べ
て
一
〇
世
紀
前
半
に
限
定
さ
れ
、
し
か
も

五

例
に
つ
い
て
は
道
路
の
造
成
工
事
中
に
埋
設
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

鱈
ぎ
鵠
臨鞠
灘
財
ぎ
晶
計
ぽ
麟
“
　
、
醸
日
后
東

置
ざ
、
れ
て
い
た
と
い
三
と
が
あ
る
道
路
吐
歳
中
に
埋
設
さ
れ
た
　
　
　
灘

も
の
が
あ
る
こ
と
を
重
視
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
埋
設
土
器
は
道
路
の

建

設
．
改
修
に
関
わ
る
祭
祀
に
用
い
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
迂

　
多
賀
城
の
街
区
の
道
路
交
差
点
に
埋
設
さ
れ
た
土
器
を
伴
う
祭
祀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

は
、
お
そ
ら
く
道
の
チ
マ
タ
祭
祀
に
深
く
関
わ
る
も
の
と
考
え
て
よ
　
　
　
⑰
　
瀬

　
　
　
　
　
（
9
）

い

の

で
は
な
い
か
。

八
、
陽
物
形
木
製
品
（
二
点
）
（
図
1
2
・
1
3
）

　
一
点
は
、
外
郭
東
南
隅
地
区
で
検
出
さ
れ
た
八
世
紀
末
の
櫓
状
建

物
と
さ
れ
る
S
B
二
二
四
建
物
跡
土
居
桁
の
基
礎
構
造
が
つ
く
ら
れ

て

い

る
青
白
色
粘
土
層
中
か
ら
陽
物
形
木
製
品
が
出
十
し
た
。
自
然

木
の
樹
皮
を
剥
き
落
と
し
て
細
r
し
、
先
端
部
を
亀
頭
状
に
仕
上
げ

た
棒
状
品
で
あ
る
。
一
端
は
斜
め
方
向
へ
の
細
か
い
削
り
に
よ
り
丸

く
仕
上
げ
、
先
端
部
よ
り
三
・
○
㎝
の
所
に
刻
線
を
ま
わ
し
、
．
更
に
先
端
部
裏
側
は

側
面
よ
り
上
面
に
か
け
て
三
叉
状
の
刻
み
目
を
入
れ
て
亀
頭
状
と
す
る
。
他
端
は
周

囲
を
切
り
落
と
し
、
前
期
難
波
宮
出
土
陽
物
形
木
製
品
と
同
様
に
括
れ
が
削
り
込

ま
れ
、
先
端
を
下
方
に
向
け
吊
り
ド
げ
て
い
た
と
想
定
で
き
る
。
長
さ
一
七
・
四
㎝
、

径
約
四
㎝
、
亀
頭
部
三
・
五
㎝
で
あ
る
（
第
一
一
次
発
掘
調
査
地
区
出
L
）
。
も
う
一

点
は
、
外
郭
南
門
西
地
区
出
土
の
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
先
端
を
削
り
出
し
て
亀
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
理

形

に
仕
上
げ
て
い
る
が
は
っ
き
り
し
な
い
（
第
八
次
発
掘
調
査
地
区
出
土
）
。

影
蕪

西
部
材
木
塀

　
W
⑪
、

⊃
寸
、
暴
西

図12多賀城跡全体図と陽物形木製品出土地点
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15cm1050

図13　多賀城跡出土陽物形木製品
　　　〔『多賀城跡一昭和45年度発掘調査概報一』1971年〕

陽
物
形
木
製
品
二
点
が
、
多
賀
城
の
一
辺
約
九
〇
〇
m
四
方
の
外
郭
線
の
東
南
隅
お

よ
び
外
郭
南
門
跡
付
近
か
ら
出
土
し
た
こ
と
は
、
都
城
に
お
け
る
道
饗
祭
ま
た
は
宮

城
四

角
祭
と
類
似
し
た
祭
祀
が
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。

③
記
紀
の
道
に
関
わ
る
神
話

『古
事
記
』
上
巻
　
伊
耶
那
岐
（
イ
ザ
ナ
キ
）
命
と
伊
耶
那
美
（
イ
ザ
ナ
ミ
）
命

　
要
約
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
に
よ
る
国
作
り
は
、
イ
ザ
ナ
ミ
が
火
の
神
を
生
ん
で
死
ん

だ

た
め
に
、
複
雑
な
方
向
に
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
黄
泉
国
ま
で
イ
ザ
ナ
ミ
を
追
っ

て

い

っ

た
イ
ザ
ナ
キ
は
、
け
が
れ
に
満
ち
た
イ
ザ
ナ
ミ
の
姿
を
見
て
恐
れ
、
黄
泉
国

か

ら
逃
げ
帰
る
時
に
イ
ザ
ナ
ミ
は
黄
泉
国
の
醜
女
を
遣
わ
し
て
、
そ
の
あ
と
を
追
い

か

け
さ
せ
た
。
最
後
に
は
、
イ
ザ
ナ
ミ
自
身
が
追
っ
て
き
た
の
で
、
イ
ザ
ナ
キ
は
千

引
石
で
黄
泉
ひ
ら
坂
を
塞
い
だ
。
そ
の
後
、
イ
ザ
ナ
キ
は
身
を
清
め
る
た
め
筑
紫
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
き
た
つ
ふ
な

地
で

喫

を
行
っ
た
。
そ
れ
で
、
投
げ
捨
て
た
御
杖
に
成
っ
た
神
の
名
は
、
衝
立
船

ど
の
か
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ま
た

戸
神
、
（
以
下
三
神
略
）
次
に
投
げ
捨
て
た
御
禅
に
成
っ
た
神
の
名
は
、
道
俣
神
。
（
以

　
　
　
　
　
　
　
へ
　
つ
か
　
い
べ
　
ら

下
五
神
略
）
、
次
に
辺
津
甲
斐
弁
羅
神
。

　
右
の
件
の
船
戸
神
よ
り
以
下
、
辺
津
甲
斐
弁
羅
神
よ
り
以
前
の
、
十
二
は
し
ら
の

神
は
、
「
身
に
著
け
た
る
物
を
脱
ぎ
し
に
因
り
て
生
め
る
神
ぞ
」
と
あ
る
。

　

『
日
本
書
紀
』
巻
第
一
、
神
代
上
、
第
五
段
（
一
書
第
六
）

　
　
　
　
　
　
　
よ
も
つ
ひ
ら
さ
か

　

イ
ザ
ナ
キ
は
、
泉
津
平
坂
を
千
人
所
引
の
盤
石
を
以
て
塞
い
だ
。
そ
し
て
「
「
此

よ
り
な
過
ぎ
そ
」
と
の
た
ま
ひ
て
、
即
ち
其
の
杖
を
投
げ
た
ま
ふ
。
是
を
岐
神
と
謂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
み
と

す
。
（
以
下
四
神
略
）
所
塞
が
る
盤
石
と
い
ふ
は
、
是
黄
門
に
塞
り
ま
す
大
神
を
謂
ふ
。

亦
の
名
は
道
返
大
神
と
い
ふ
」
と
あ
る
。
「
此
よ
り
な
過
ぎ
そ
」
と
い
い
、
杖
を
投

げ
た
こ
と
に
因
り
て
生
め
る
神
が
『
古
事
記
』
で
は
「
衝
立
船
戸
神
」
、
『
日
本
書
紀
』

で
は
「
岐
神
」
で
あ
る
。

　
な
お
、
第
五
段
（
一
書
第
七
）
に
よ
れ
ば
、
「
岐
神
、
此
を
ば
布
那
斗
能
加
微
（
ふ

な
と
の
か
み
）
と
云
ふ
」
と
あ
る
。
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『古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
の
陸
路
に
関
わ
る
神

身
に
著
け
た
る
物
を
脱
ぎ
し
に
因
り
て
生
め
る
神

古
　
　
事
　
　
記

日
　
本
　
書
　
紀

杖

衝
立
船
戸
神

つ
き
た
つ
ふ
な
と
の
か
み

杖

岐
神

ふ
な
と
の
か
み

帯

道
之
長
乳
歯
神

み
ち
の
な
が
ち
は
の
か
み

帯

長
道
盤
神

な
が
ち
は
の
か
み

嚢
．

時
量
師
神

と
き
は
か
ら
し
の
か
み

履

道
敷
神

ち
し
き
の
か
み

衣

和
豆
良
比
能
宇
斯
能
神

わ
づ
ら
ひ
の
う
し
の
か
み

衣

煩
神

わ
づ
ら
ひ
の
か
み

揮

道
俣
神

ち
ま
た
の
か
み

揮

開
噛
神

あ
き
く
ひ
の
か
み

冠

飽
咋
之
宇
斯
能
神

あ
き
ぐ
ひ
の
う
し
の
か
み

さ
ら
に
『
日
本
書
紀
』
巻
第
一
、
第
五
段
の
一
書
第
九
で
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

伊
奨
諾
尊
、
驚
き
て
走
げ
還
り
た
ま
ふ
。
是
の
時
に
、
雷
等
皆
起
ち
て
追
ひ

来
る
。
時
に
道
の
邊
に
大
き
な
る
桃
の
樹
有
り
。
故
、
伊
奨
諾
尊
、
其
の
樹

の

下

に
隠
れ
て
、
因
り
て
其
の
費
を
採
り
て
、
雷
に
榔
げ
し
か
ば
、
雷
等
、

皆
退
走

き
ぬ
。
此
桃
を
用
て
鬼
を
避
く
縁
な
り
。
時
に
伊
　
諾
尊
、
乃
ち
其

の

杖
を
投
て
て
曰
は
く
、
「
此
よ
り
以
還
、
雷
敢
来
じ
」
と
の
た
ま
ふ
。
是

を
岐
神
と
謂
す
。
此
、
本
の
號
は
来
名
戸
の
祖
神
と
日
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
　
こ

　

「岐
神
」
は
「
本
の
號
は
来
名
戸
の
祖
神
」
と
い
う
。
「
此
よ
り
以
還
、
雷
敢
来
じ
」

の

「え
こ
じ
」
は
、
「
来
名
戸
」
（
く
な
と
）
す
な
わ
ち
「
来
忽
戸
」
と
同
義
で
あ
る
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
千
引
石
で
黄
泉
ひ
ら
坂
を
塞
い
で
、
黄
泉
か
ら
侵
入
を
防
ぐ
こ
と

と
、
「
敢
来
じ
」
「
来
忽
戸
」
は
同
一
の
所
作
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ

て
、
「
岐
神
」
は
も
と
の
名
は
「
来
名
戸
の
祖
神
」
と
い
う
。

　

『古
事
記
』
で
は
投
げ
捨
て
た
御
杖
に
成
っ
た
神
の
名
は
衝
立
船
戸
神
、
『
日
本

書
紀
』
で
は
杖
を
投
げ
た
の
が
岐
神
と
あ
り
、
船
戸
神
・
岐
神
と
も
に
「
フ
ナ
ト
ノ

カ
ミ
」
と
呼
ば
れ
た
。
こ
の
杖
に
つ
い
て
の
一
般
的
理
解
は
、
例
え
ば
『
日
本
書
紀
』

上
（
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
）
の
頭
注
で
は
、
「
杖
は
も
と
、
根
の
つ
い
た
樹
木
で
、

そ
の
生
成
力
が
豊
饒
の
霊
力
を
示
す
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
れ
が
陽
物
の
勢
能
と
混
同

合
一
さ
れ
て
、
部
落
の
入
口
や
岐
路
に
立
て
ら
れ
て
、
邪
悪
な
も
の
の
侵
入
を
防
ぐ

役
を
し
た
よ
う
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

　

『古
事
記
』
上
巻
　
忍
穂
耳
命
と
週
々
芸
命
お
よ
び
『
日
本
書
紀
』
巻
第
二
　
神

代
下
第
九
段
（
一
書
第
一
）
に
よ
れ
ば
、
衡
神
（
チ
マ
タ
ノ
カ
ミ
）
は
猿
田
彦
神
（
サ

ル

タ
ヒ
コ
ノ
カ
ミ
）
と
も
称
さ
れ
て
い
る
。

④
岐
神
・
塞
の
神
・
来
名
戸
（
船
戸
）
神
そ
し
て
道
祖
神

　
岐
神
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
『
日
本
書
紀
』
巻
第
一
、
神
代
上
第
五
段
の
第
七
の

一
書
に
、

　
「
岐
神
、
此
を
ば
布
那
斗
能
加
微
と
云
ふ
」
と
あ
り
、
岐
神
は
フ
ナ
ト
ノ
カ
ミ
と

い
う
。

　
同
段
の
第
九
の
一
書
に
は
、

「時
に
伊
　
諾
尊
、
乃
ち
其
の
杖
を
投
て
て
曰
は
く
、
「
此
よ
り
以
還
、
雷
敢
来
じ
」

と
の
た
ま
ふ
。
是
を
岐
神
と
謂
す
。
此
、
本
の
號
は
来
名
戸
の
祖
神
と
日
す
」
と
あ

り
、
岐
神
は
本
の
号
は
来
名
戸
（
ク
ナ
ト
）
の
祖
神
と
い
う
。

　
祖
神
に
つ
い
て
は
、
『
日
本
書
紀
　
私
記
』
（
乙
本
）
神
代
上
に
は
、
「
祖
神
遠
保
知
（
オ

ホ
チ
）
」
と
訓
ん
で
い
る
が
、
す
で
に
飯
田
武
郷
『
日
本
書
紀
　
通
鐸
』
第
一
で
「
是

レ
ヲ
謂
つ
岐
．
神
↓
此
本
ノ
號
ヲ
ハ
日
コ
来
名
戸
之
祖
神
↓
焉
」
。
と
、
ク
ナ
ト
ノ
「
サ

ヘ

ノ
カ
ミ
」
と
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
フ
ナ
ト
ー
ー
ク
ナ
ト
で
あ
り
、
岐
神
は
、
フ

ナ
ト
（
ク
ナ
ト
）
の
「
サ
エ
（
サ
イ
）
ノ
カ
ミ
」
で
あ
る
と
い
う
理
解
で
あ
る
。

　
柳
田
国
男
は
、
「
石
神
問
答
」
の
な
か
で
、
山
中
笑
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
見

　
　
　
　
　
（
1
1
）

解
を
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
道
祖
神
は
猿
田
彦
大
神
な
り
と
云
ふ
説
は
　
よ
ほ
ど
広
く
行
は
れ
た
る
説
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の

如
く
に
候
　
右
は
日
本
紀
な
ど
に
猿
田
彦
を
衝
神
と
記
し
た
る
に
基
く
も

の
か

と
存
ぜ
ら
れ
候
　
併
し
道
祖
神
は
神
代
史
に
見
え
た
る
鼻
高
き
国
津
神

の

如
く
　
響
導
の
神
に
て
は
無
き
や
う
に
心
得
申
候
　
倭
名
⑳
を
始
め
諸
書

未
だ
道
祖
の
字
義
を
解
し
た
る
者
を
知
ら
ず
候
へ
ど
も
　
道
祖
の
祖
は
狙
の

義
に
も
非
ず
　
又
祖
道
の
意
味
に
も
非
ず
し
て
　
阻
つ
る
と
云
ふ
阻
な
ら
ん

か

と
存
じ
候
　
さ
す
れ
ば
日
本
紀
の
岐
神
の
本
号
「
来
名
戸
之
祖
神
」
を
ク

ナ
ド
ノ
サ
ヘ
ノ
カ
ミ
と
し
た
る
古
訓
に
も
合
し
　
ク
ナ
ド
と
サ
へ
と
同
じ
神

と
云
う
諸
説
に
も
合
し
申
候
　
即
ち
行
路
の
辻
な
ど
に
此
神
を
祀
る
は
往
来

の
安
全

を
計
る
と
云
ふ
能
動
の
神
徳
を
仰
ぐ
に
は
あ
ら
で
邪
悪
神
の
侵
入
を

阻
止
せ
ん
と
す
る
受
動
的
の
意
味
合
な
る
べ
く
候
　
今
日
と
て
も
道
祖
神
の

在
り
所
又
は
基
地
名
の
在
処
を
求
め
候
に
　
必
し
も
道
路
の
側
の
み
な
ら
ず

　
往
々
に
し
て
物
深
き
山
中
な
ど
も
有
之
候
右
は
山
に
居
り
山
よ
り
降
り

来
る
邪
悪
神
を
阻
塞
し
て
　
邑
落
の
平
穏
を
期
す
る
が
為
の
神
事
と
覚
え
申

候
　
岐
神
は
今
日
ク
ナ
ド
又
は
フ
ナ
ド
と
称
す
る
少
小
の
地
名
の
み
を
遺
し

て

　
殆

ど
跡
を
信
仰
界
に
敏
め
た
る
が
如
く
に
候
は
　
全
く
右
内
外
二
種
の

神
の
機
能
相
同
じ
か
り
し
為
　
容
易
に
習
合
帰
一
し
た
る
も
の
な
る
べ
く
候

あ
る
。
『
四
民
月
令
』
は
中
国
の
古
歳
時
記
、
後
漢
時
代
の
崔
宴
（
ざ
い
し
ょ
く
）

の

作
で
後
漢
時
代
の
華
北
の
豪
族
の
生
活
を
知
る
好
資
料
と
さ
れ
て
い
る
。
『
四
民

月
令
』
に
よ
れ
ば
、
祖
と
は
道
神
の
こ
と
で
、
道
神
は
本
来
道
中
の
旅
人
の
安
全
を

守
護
す
る
神
で
あ
っ
た
。
こ
の
解
釈
は
『
和
名
類
聚
抄
』
の
引
く
『
風
俗
通
』
（
後
漢
・

応

勘
撰
）
「
共
工
氏
之
子
好
遠
遊
、
故
其
死
後
以
為
祖
」
と
あ
る
も
の
と
合
致
し
て

い
る
。

　
『
和
名
類
聚
抄
』
（
承
平
年
間
〈
九
三
一
～
九
三
八
〉
成
立
）
巻
第
二
の
鬼
神
部
第
五
・

神
霊
類
第
一
六
に
は
、
道
祖
と
道
神
が
明
確
に
区
別
さ
れ
、
道
祖
の
和
名
を
「
佐
倍

乃
加
美
（
サ
ヘ
ノ
カ
ミ
）
」
、
道
神
の
和
名
を
「
太
無
介
乃
加
美
（
タ
ム
ケ
ノ
カ
ミ
ご

と
訓
ま
れ
て
い
る
。

元
和
古
活
字
本
『
和
名
類
聚
抄
』

　
道
祖
　
　
風
俗
通
云
、
共
工
氏
之
子
好
遠
遊
、
故
其
死
後
以
為
祖
和
名
佐
倍
乃

　
　
　
　
　
加
美

　
岐

神
　
　
日
本
紀
云
、
岐
神
和
名
劃

　
道

神
　
　
唐
韻
云
、
楊
音
膓
和
名
瑠
　
道
上
祭
一
云
、
道
神
也

　
道
祖
の
字
義
は
、
祖
で
も
祖
道
で
も
な
く
、
阻
つ
る
と
解
す
れ
ば
、
『
日
本
書
紀
』

の
岐
神
の
本
号
「
来
名
戸
の
祖
神
」
を
ク
ナ
ド
ノ
サ
ヘ
ノ
カ
ミ
と
す
る
訓
み
に
も
合

致
し
、
ク
ナ
ド
と
サ
へ
と
同
じ
神
と
い
う
諸
説
と
も
合
う
と
い
う
。

　
し
か
し
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
ク
ナ
ド
と
サ
へ
が
同
じ
神
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
来
名

戸
の
祖
神
」
は
「
ク
ナ
ド
ノ
サ
ヘ
ノ
カ
ミ
」
で
は
な
く
、
祖
神
を
本
来
の
漢
語
（
道

路
の
神
）
の
ま
ま
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
中
国
の
『
文
選
』
巻
二
〇
、
租
饅
の
李
善
注
に
『
四
民
月
令
』
を
引

い
て

「祖
、
道
神
也
。
好
遠
遊
、
死
道
路
。
故
祀
以
為
道
神
。
以
求
道
路
之
福
（
祖

と
は
道
神
の
こ
と
で
あ
る
。
遠
出
が
好
き
で
あ
っ
た
者
が
、
道
中
亡
く
な
っ
た
。
そ

こ
で
祀
っ
て
道
神
と
し
た
。
旅
を
す
る
も
の
は
こ
れ
に
道
中
の
安
全
を
祈
る
）
」
と

　
し
か
し
、
そ
の
解
釈
部
分
は
複
雑
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
道
祖
の
項
の
「
風
俗
通

（後
漢
・
応
肋
撰
、
正
式
名
称
『
風
俗
通
義
』
）
云
、
共
工
氏
之
子
好
遠
遊
、
故
其
死

後
以
為
祖
」
は
、
共
工
氏
の
子
脩
（
一
説
に
、
黄
帝
の
子
彙
祖
）
遠
遊
を
好
み
、
道

路

に
死
す
、
後
世
、
祖
神
と
し
、
道
路
の
神
と
し
て
祀
っ
た
と
い
う
。
こ
の
説
明
は

「
道
神
」
の
こ
と
で
あ
り
、
旅
だ
ち
に
臨
ん
で
道
路
の
神
を
祭
る
こ
と
、
す
な
わ
ち

タ
ム
ケ
ノ
カ
ミ
（
手
向
け
神
）
の
こ
と
で
あ
り
、
道
祖
の
和
名
「
佐
倍
乃
加
美
」
の

説
明
に
は
な
ら
な
い
。

道
祖
等
の
記
載
は
、
『
和
名
類
聚
抄
』
以
降
の
辞
書
類
で
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

『類
聚
名
義
抄
』
〔
＝
世
紀
末
成
立
の
部
首
引
き
の
漢
和
辞
書
〕
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〔⊥ハ十
一
　
二
小
〕

岐
神
　
フ
ナ
ト
ノ
カ
ミ

　
　
『
色
葉
字
類
抄
』
二
巻
本

年
間
〈
＝
四
四
～
一
一
六
五
〉

　
　
　
巻
下
上

〔布
、
姓
氏
〕

　
　
　
巻
下
上
〔
佐
、
人
倫
〕

⑤
道
祖
神
信
仰
の
源
流

（
1
）
道
祖
王

道
神
　
タ
ム
ケ
ノ
カ
ミ

〔永
禄
八
年
〈
一
五
六
五
〉

の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
〕

フ

ナ
ト

道
祖

サ

ヘ

ノ
カ
ミ

道
祖
神

書

写
、
内
容
は
天
養
～
長
寛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

　
道
祖
の
初
見
は
、
天
武
天
皇
の
孫
、
新
田
部
親
王
の
子
で
あ
る
「
道
祖
王
」
で

あ
ろ
う
。

　
古
代
国
家
の
確
立
過
程
の
な
か
で
、
近
年
、
新
川
登
亀
男
氏
は
、
日
本
に
お
け
る

道
教
の
あ
り
方
を
問
う
て
お
り
、
道
教
を
め
ぐ
る
は
じ
め
て
の
攻
防
が
、
天
武
天
皇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

の
病
か
ら
死
に
至
る
過
程
の
中
に
あ
る
と
い
う
。

　
　
　
天

武
天
皇
の
病
は
、
こ
れ
ま
で
は
総
合
的
な
カ
ル
チ
ャ
ー
の
中
で
調
和
を

　

保
っ
て
い
た
道
教
的
な
も
の
が
、
こ
と
さ
ら
に
自
覚
さ
れ
、
浮
上
し
て
き
た
の

　
　
で
あ
る
。
「
日
本
の
仏
教
」
を
産
み
お
と
し
て
い
く
過
程
で
も
っ
と
広
く
言
え
ば
、

　
　
ヤ
マ
ト
の
列
島
統
一
化
つ
ま
り
「
日
本
」
と
「
天
皇
」
制
を
つ
く
り
上
げ
て
い

　
　
く
過
程
で
、
み
ず
か
ら
の
深
奥
に
は
ら
ん
で
し
ま
っ
た
の
が
道
教
も
し
く
は
道

　

教
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
「
浄
い
」
と
か
「
浄
ら
か
」
は
天
武
天
皇
の
時
代
か
ら
つ
く
り
出
さ
れ
、
ひ

　
　
ろ
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
価
値
な
の
で
あ
っ
た
。
六
八
五
年
（
天
武
十
四
）

　
　
に
明
位
、
浄
位
の
冠
位
が
で
き
て
、
諸
王
以
上
に
与
え
ら
れ
た
り
、
天
武
天
皇

　
　
の
宮
殿
を
飛
鳥
浄
御
原
宮
と
命
名
し
た
こ
と
も
、
そ
の
一
環
で
あ
っ
た
。

　
　
　
天
武
天
皇

は
、
壬
申
の
乱
後
、
ヤ
マ
ト
に
凱
旋
し
て
飛
鳥
浄
御
原
宮
に
入
っ

　
　

た
。
六
七
二
年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
、
こ
の
宮
は
、
持
統
天
皇
（
天
武

　
　
天
皇
の
皇

后
）
が
六
九
四
年
末
に
藤
原
宮
へ
遷
る
ま
で
、
二
代
二
二
年
間
に
わ

　
　
た
っ
て
営
ま
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
宮
号
は
、
は
じ
め
か
ら
そ
う
呼
ば
れ
て

　
　

い

た
わ
け
で
は
な
く
て
、
天
武
天
皇
の
危
篤
の
最
中
に
命
名
さ
れ
た
も
の
で
あ

　
　
り
、
同
時
に
、
朱
鳥
元
年
と
い
う
年
号
も
た
て
ら
れ
て
い
る
。
朱
鳥
は
「
ア
カ

　
　

ミ
ト
リ
」
と
い
わ
れ
、
「
ア
カ
ミ
ト
リ
ノ
ハ
ジ
メ
ノ
ト
シ
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
　

こ
の
直
後
、
さ
ら
に
浄
行
者
七
〇
人
の
出
家
が
断
行
さ
れ
た
。

　
　
　
飛
鳥
浄
御
原
宮
の
宮
号
命
名
と
、
朱
鳥
建
元
と
、
浄
行
者
出
家
と
は
す
べ
て

　
　
一
連
の
も
の
で
、
天
皇
の
延
命
を
ね
が
う
最
後
の
切
り
札
的
な
試
み
で
あ
っ
た

　
　
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
と
く
に
、
宮
号
命
名
は
、
宮
殿
が
「
浄
い
」
こ
と
を
、
「
浄

　
　
く
」
あ
り
つ
づ
け
る
こ
と
を
ね
が
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
宮
殿
を
「
浄
く
」
保
つ
思
想
は
、
さ
ら
に
宮
殿
か
ら
本
格
的
な
都
城
を
清
浄

に
守
る
祭
祀
の
確
立
へ
と
進
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
和
田
華
氏
が
「
都
城
の
成
立
と
祭
祀
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

　
　
　
従
来
か
ら
存
在
し
て
い
た
古
道
（
中
ツ
道
、
下
ツ
道
、
横
大
路
、
阿
部
山
田

　
　
道
）
を
利
用
し
て
、
条
坊
を
も
っ
た
本
格
的
な
都
城
と
し
て
造
営
さ
れ
た
の
が

　
　
藤
原
京
で
あ
る
。
藤
原
京
の
西
南
隅
は
、
下
ツ
道
と
阿
倍
山
田
道
が
交
差
す
る

　
　
軽
の
チ

マ

タ
で
、
藤
原
遷
都
以
前
か
ら
、
チ
マ
タ
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
こ

　
　
の

都
城
の
成
立
と
密
接
に
関
わ
り
を
も
つ
の
が
、
道
饗
祭
で
あ
る
。
藤
原
京
造

　
　
営
以
前
か
ら
、
古
道
が
互
い
に
交
差
す
る
こ
と
に
よ
り
、
非
日
常
的
空
間
と
し

　
　
て
機
能
し
て
い
た
チ
マ
タ
が
、
藤
原
京
の
四
隅
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
結
果
、

　
　
律
令
的
祭
祀
で
あ
る
道
饗
祭
が
こ
の
地
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
道
饗
祭
は
、
神
祇
令
の
義
解
に
よ
れ
ば
、
災
厄
を
も
た
ら
す
悪
鬼
の
京
師
へ

の
侵
入
を
防
ぐ
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
こ
の
目
的
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
道
祖

は

『和
名
類
聚
抄
』
で
は
「
佐
倍
乃
加
美
」
（
サ
ヘ
ノ
カ
ミ
）
と
訓
み
、
『
伊
呂
波
字

類
抄
』
の
「
不
、
姓
氏
」
の
項
に
、
「
道
祖
わ
ナ
ト
」
と
み
え
る
。
『
日
本
書
紀
』
神
代
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上

に
「
岐
神
、
此
を
ば
布
那
斗
能
加
微
（
フ
ナ
ト
ノ
カ
ミ
）
と
云
ふ
」
、
『
和
名
類
聚

抄
』
も
「
布
奈
止
乃
加
美
」
（
フ
ナ
ト
ノ
カ
ミ
）
、
さ
ら
に
は
『
日
本
書
紀
』
神
代
上

で

は
、
「
是
を
岐
神
と
謂
す
。
此
、
本
の
号
は
来
名
戸
の
祖
神
と
日
す
」
と
あ
り
、

岐
神
は
来
名
戸
（
ク
ナ
ト
）
の
祖
神
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
以
上
か
ら
、
道
祖
（
神
）
も
岐
神
も
、
と
も
に
「
サ
ヘ
ノ
カ
ミ
」
「
フ
ナ
ト
（
ク
ナ
ト
）

ノ
カ
ミ
」
と
称
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
道
祖
王
は
「
フ
ナ
ト
ノ
オ

ウ
」
（
サ
ヘ
ノ
オ
ウ
の
可
能
性
も
あ
る
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
み
て
よ
い
。
藤
原
京

の

造
営
と
律
令
祭
祀
と
し
て
の
道
饗
祭
の
実
施
に
密
接
に
関
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

天
武
天
皇
の
孫
の
王
名
に
「
道
祖
王
」
は
ま
こ
と
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
え
る
。
さ
ら

に
い
え
ば
、
道
祖
王
は
天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
）
、
藤
原
仲
麻
呂
殺
害
の
謀
議
と

さ
れ
た
橘
奈
良
麻
呂
の
変
が
露
見
す
る
と
、
黄
文
王
ら
と
と
も
に
捕
ら
え
ら
れ
、
名

を
麻
度
比
と
改
め
ら
れ
、
下
獄
し
、
拷
問
を
う
け
て
死
亡
し
た
。
こ
う
し
た
改
名

の

よ
く
知
ら
れ
た
例
は
、
和
気
清
麻
呂
（
わ
け
の
き
よ
ま
ろ
）
が
神
護
景
雲
三
年

（七
六
九
）
、
道
鏡
を
皇
位
に
た
て
る
べ
き
と
し
た
宇
佐
八
幡
宮
の
神
託
を
偽
り
と
奏

し
た
た
め
、
別
部
稜
麻
呂
（
わ
け
べ
の
き
た
な
ま
ろ
）
と
改
名
さ
れ
大
隅
国
へ
配
流

〔姉
の
和
気
広
虫
も
別
部
挾
虫
と
改
名
さ
れ
備
後
国
へ
配
流
〕
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。

「道
祖
王
」
が
「
麻
度
比
」
と
改
名
さ
れ
た
こ
と
は
、
和
気
氏
の
例
「
清
」
↓
「
穣
」
、

「
広
」
↓
「
狭
」
を
参
考
に
す
れ
ば
、
「
道
祖
」
と
「
麻
度
比
」
が
反
対
語
と
な
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
「
麻
度
比
」
（
惑
ひ
1
1
ま
ど
ひ
）
は
「
行
く
先
を

見
定
め
か
ね
て
混
乱
す
る
・
道
に
迷
う
」
の
意
味
で
あ
り
、
そ
の
反
対
語
「
道
祖
」

は
道
し
る
べ
の
よ
う
な
、
す
な
わ
ち
「
道
神
」
に
近
い
意
味
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
の

で
は

な
い
か
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
『
倭
名
類
聚
抄
』
の
「
道
祖
」
「
岐
神
」
「
道
神
」

の

訓
み
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
。
「
道
祖
」
は
『
和
名
類
聚
抄
』
で
は
「
サ
ヘ

ノ
カ
ミ
」
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
意
味
は
「
道
神
」
の
説
明
（
行
人
を
守
る
道
路
の
神
）

と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
道
祖
王
の
「
麻
度
比
」
改
名
は
、
当
時
「
道
祖
」
「
岐
神
」
「
道

神
」
の
三
者
が
類
似
し
た
内
容
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

（2
）
「
道
塞
」
木
簡
（
図
1
4
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
福
岡
市
元
岡
遺
跡
群
出
土
木
簡

　
遺
跡
は
福
岡
市
の
西
端
、
糸
島
半
島
東
側
の
山
間
部
に
あ
る
。
古
墳
時
代
前
期
か

ら
集
落
が
営
ま
れ
、
古
墳
時
代
後
期
、
七
世
紀
頃
ま
で
継
続
し
て
い
る
。
そ
の
後
、

八
世
紀
を
前
後
す
る
時
期
に
そ
れ
以
前
に
あ
っ
た
集
落
域
を
整
地
し
て
池
状
遺
構
S

X
O
O
一
、
倉
庫
群
等
が
造
ら
れ
る
。
こ
の
地
点
の
倉
庫
群
等
の
官
衙
的
施
設
は
九

世
紀
代
に
は
終
焉
を
迎
え
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
池
状
遺
構
か
ら
は
、
多
数
の
土
器
・
木
製
品
（
工
具
・
農
具
・
紡
織
具
な
ど
）

が
出
土
し
た
が
、
こ
の
中
に
は
舟
形
木
製
品
（
約
三
〇
点
）
を
は
じ
め
、
斎
串
・
鳥

形
・
陽
物
形
な
ど
祭
祀
に
関
連
す
る
遺
物
が
多
数
み
ら
れ
、
こ
の
付
近
で
何
ら
か
の

祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
池
状
遺
構
か
ら
は
木
簡
も
約
三
七
点

出
土
し
、
紀
年
銘
（
大
宝
元
年
〈
七
〇
一
〉
、
延
暦
四
年
〈
七
八
五
〉
）
木
簡
と
出
土

土
器
か

ら
、
そ
の
遺
構
の
存
続
期
間
は
八
世
紀
前
後
か
ら
約
一
〇
〇
年
間
と
考
え
ら

れ
る
。

　
木
簡
の
な
か
で
は
、
次
の
二
二
号
木
簡
が
注
目
さ
れ
る
。
（
図
1
5
）

道
塞

」

（
一
七
一
）
×
一
九
×
四
〇
五
一

　
上
端
を
欠
く
が
、
二
文
字
「
道
塞
」
の
み
を
頭
部
に
記
し
、
下
端
を
尖
ら
せ
て
い

る
。
薄
い
加
工
と
下
端
を
尖
ら
せ
た
形
状
は
斎
串
に
類
似
し
、
裏
面
に
文
字
は
全
く

な
い
。
調
査
概
報
で
は
、
「
祓
に
関
わ
る
も
の
か
」
と
し
て
い
る
。
祭
祀
の
際
に
地

面

に
突
き
さ
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
「
道
塞
」
の
上
に
は
文
字
は
な

い

と
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
状
と
記
載
様
式
の
き
わ
め
て
類
似
し
た
例
と
し

て

は
、
長
野
県
千
曲
市
屋
代
遺
跡
群
出
土
の
「
竈
神
」
木
簡
（
四
号
木
簡
）
を
あ
げ

　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

る
こ
と
が
で
き
る
。
（
図
1
6
）
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難

薦
罐
シ
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懸
籔

露泣罵瞭主ぷ日

　　　　　難

薮鐘
湶

　
ン
〉
！
‘

珍輝§

　　図14　元岡・桑原遺跡群位置図（1／50，000）と「道塞」木簡・陽物形木製品の出土地点
　　　　　〔福岡市教育委員会『九州大学統合移転用地内埋蔵文化財発掘調査概報2一元岡・桑原遺跡群発掘調査一』2003年〕
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「竈
神

（
一
四
一
）
×
一
八
×
四
〇
一
九

　
上

端
は
粗
い
平
面
ケ
ズ
リ
。
下
端
は
二
次
的
な
ケ
ズ
リ
。
木
簡
の
上
部
片
面
に

「〔
」
型
状
切
り
込
み
が
あ
る
。
表
裏
両
面
と
も
に
全
く
無
調
整
で
あ
る
の
が
特
徴

的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
成
形
技
法
面
か
ら
い
え
ば
、
本
木
簡
は
通
常
の
文
書
・
付

一

札
と
は
異
な
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
記
載
内
容
面
か
ら
も
、
下

端
欠
損
し
て
い
る
が
、
長
さ
一
四
㎝
残
存
部
の
上
端
部
分
に
「
竈
神
」
と
の
み
記
載

し
、
以
下
余
白
と
な
っ
て
い
る
の
は
特
異
で
あ
る
。

　
以
上

の

形

状
・
内
容
的
な
特
異
性
か
ら
判
断
す
る
と
、
本
木
簡
は
上
端
部
分
に

「
竈
神
」
と
記
し
、
お
そ
ら
く
下
端
部
分
を
尖
ら
せ
、
地
面
に
突
き
立
て
て
い
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
は
な
い
か
。
こ
の
行
為
は
、
竈
神
に
関
わ
る
祭
祀
に
伴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

一

　　1

図16長野県千曲市屋代遺跡群出土「竈神」
　　　木簡の形状〔（財）長野県埋蔵文化財セン
　　　ター「長野県屋代遺跡群出土木簡』1996年〕

図15　「道塞」木簡福岡市元岡遺跡群出土
　　　〔福岡市教育委員会「九州大学統合移転
　　　用地内埋蔵文化財発掘調査概報2』〕

う
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　

こ
の
「
竈
神
」
の
例
か
ら
も
、
「
道
塞
」
は
、
藤
原
宮

木
簡
「
符
虚
々
塞
職
等
受
」
、
石
神
遺
跡
木
簡
「
道
勢
岐

　
　
　
　
　
　
　
せ
き
　
　
　
　
　
せ
　
き

官
前
口
」
な
ど
「
塞
職
」
「
勢
岐
官
」
（
セ
キ
ノ
ツ
カ
サ
）

の

よ
う
な
過
所
に
関
わ
る
文
書
木
簡
で
は
な
く
、
呪
符

木
簡
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
道
塞
」
は
道
の
「
塞
神
」

「障
神
」
、
『
和
名
類
聚
抄
』
に
み
え
る
「
道
祖
」
を
「
佐

倍
乃

加
美
」
（
サ
ヘ
ノ
カ
ミ
）
と
訓
む
こ
と
と
密
接
に
関

連

し
よ
う
。
遺
跡
の
立
地
は
博
多
湾
に
面
す
る
糸
島
半
島

に
位
置
し
、
対
外
交
流
の
要
地
で
あ
る
。
外
国
使
節
等
の

来
着
な
ど
を
意
識
し
、
疫
病
な
ど
の
侵
入
を
防
ぐ
意
図

の

も
と
に
、
塞
（
障
）
神
の
祭
を
行
っ
た
際
に
使
用
さ

れ

た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
元
岡
遺
跡
群
出
土
木
簡
「
道

塞
」
は
、
道
祖
神
に
関
わ
る
き
わ
め
て
貴
重
な
直
接
的
資

料
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　

な
お
、
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
「
道
塞
」
木
簡
と
共
伴
し

た
多
数
の
木
製
品
の
な
か
に
、
丸
木
を
加
工
し
、
頭
部

と
脚
を
表
現
し
た
人
形
と
さ
れ
て
い
る
木
製
品
が
あ
る

が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
下
方
に
括
り
の
削
り
が
施
さ
れ
た

陽
物
形
木
製
品
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
木
製
品
は
百

済
・
陵
山
里
寺
跡
、
前
期
難
波
宮
、
多
賀
城
跡
出
土
の
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図17　元岡遺跡群出土陽物形木製品
　　　〔『九州大学統合移転用地内埋蔵文化財
　　　発掘調査概報2』〕

陽
物
形
木
製
品
同
様
に
先
端
を
下
方
に
向
け
掲
示
し
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
（
図
1
7
）

　
（
3
）
道
饗
祭
・
岐
神

　
一
〇
世
紀
前
半
の
『
小
野
宮
年
中
行
事
』

の

よ
う
に
外
記
記
文
を
あ
げ
て
い
る
。

の
六

月
行
事
・
道
饗
祭
事
と
し
て
、
次

廿
五
日
任
二
左
右
相
撲
司
一
事
。

　
右
曹
司
聴
任
レ
之
。
内
記
先
進
二
△
旦
命
文
一
退
出
。

（略
）

道
饗
祭
事
。

　
弘
仁
神
祇
式
云
。
於
二
京
城
四
隅
一
祭
レ
之
。
十
二
月
准
レ
之
。
天
慶
元
年
九
月

　
一
日
外
記
記
云
。
近
日
東
西
両
京
大
小
路
衛
刻
レ
木
作
レ
神
。
相
封
安
置
。
凡

　
蕨
髄
像
髪
二
髭
大
夫
頭
上
加
レ
冠
糞
邊
垂
万
櫻
。
以
レ
丹
塗
レ
身
成
二
緋
杉
色
↓
起

　
居
不
レ
同
。
遁
各
異
レ
貌
。
或
所
又
作
二
女
形
司
　
封
二
大
夫
一
而
立
レ
之
。
膀
下

　
腰
底
刻
二
給
陰
陽
↓
　
構
二
几
案
於
其
前
づ
　
置
二
杯
器
於
其
上
一
　
見
童
狼
雑
。

　
拝
禮
患
勲
。
或
捧
二
幣
吊
一
或
供
二
香
花
づ

　
號
日
二
岐
神
↓
　
又
稀
二
御
霊
づ
　
未
レ
知
二
何
祥
↓
　
時
人
奇
レ
之
。

鎮
火
祭
事
。

　
同
式
云
。
於
二
宮
城
四
隅
一
祭
レ
之
。
十
二
月
准
レ
之
。
（
下
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
　
　
　
　
〔
『
小
野
宮
年
中
行
事
』
（
『
群
書
類
従
』
第
六
輯
、
公
事
部
1
、

　
　
　
　
　
八
十
四
）
〕

巻
第

　
近

頃
、
平
安
東
西
両
京
の
大
小
路
の
衡
（
チ
マ
タ
）
に
、
木
を
刻
ん
で
神
像
を
作

り
、
相
対
し
て
安
置
し
て
い
る
。
お
よ
そ
、
そ
の
体
像
は
大
夫
（
男
の
像
）
が
頭
上

に
冠
を
い
た
だ
き
、
髪
の
辺
り
に
櫻
を
垂
れ
て
い
る
姿
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
丹
を
身

体

に
塗
り
、
緋
診
色
を
な
す
。
像
の
と
る
姿
勢
と
容
貌
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
。

あ
る
所
で
は
女
形
の
像
も
作
っ
て
大
夫
に
対
し
て
こ
れ
を
立
て
る
。
聴
（
へ
そ
）
下
、

腰
底
に
陰
陽
を
刻
み
え
が
い
て
い
る
。
そ
の
前
に
几
案
（
机
）
を
備
え
、
そ
の
上
に

杯
器
を
置
き
、
児
童
た
ち
は
狼
雑
に
さ
わ
ぎ
た
て
、
（
大
人
た
ち
は
）
懇
勲
に
拝
礼

し
て
い
る
。
あ
る
い
は
幣
吊
を
た
て
ま
つ
り
、
あ
る
い
は
香
花
を
供
え
、
岐
神
と
号

し
、
ま
た
御
霊
と
称
す
。
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
は
詳
か
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、

時
の
人
は
こ
れ
を
奇
と
し
て
い
る
。

　
結
局
の
と
こ
ろ
、
京
の
衡
に
男
女
の
神
像
を
祀
り
、
岐
神
（
フ
ナ
ト
ノ
カ
ミ
）
と

称
し
、
悪
霊
の
侵
入
を
防
ぐ
道
饗
祭
の
行
事
が
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

特

に
そ
の
神
像
は
下
半
部
に
陽
陰
部
を
刻
み
え
が
い
て
い
る
。
こ
れ
は
当
初
の
陽
物

形
か

ら
人
形
に
陰
陽
部
を
刻
む
形
に
変
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
神
像
が
「
道
祖
神
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
実
に
示
し
て
い
る
の

が

『今
昔
物
語
集
』
巻
第
十
三
「
天
王
寺
僧
道
公
、
請
法
花
救
道
祖
語
（
法
花
を
諦

し
て
サ
エ
ノ
カ
ミ
を
救
え
る
こ
と
）
第
舟
四
」
で
あ
る
。

　
　
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
シ
ゴ
ロ
　
　
ホ
ク
エ

　
今
昔
、
天
王
寺
二
住
ム
僧
有
ケ
リ
、
名
ヲ
バ
道
公
ト
云
フ
。
年
来
、
法
花

キ
ャ
ウ
　
ド
ク
ジ
ュ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ュ
ギ
ャ
ウ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ウ
　
　
　
　
ア
ン
ゴ

経
ヲ
讃
諦
シ
テ
佛
道
ヲ
修
行
ス
、
常
二
熊
野
二
詣
デ
、
安
居
ヲ
勤
ム
。
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シ
カ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
キ
　
　
　

ミ
ナ
ベ

　
　
　
而
ル
ニ
、
熊
野
ヨ
リ
出
デ
、
本
寺
二
返
ル
間
、
紀
伊
ノ
國
ノ
美
奈
部
郡
ノ

　
　
ノ
ホ
ト
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
ホ
キ
　
　
　
ウ
エ
キ
　
　
モ
ト
　
ヤ
ド
リ
シ

　
　
海
邊
ヲ
行
ク
程
二
、
日
暮
レ
ヌ
。
其
ノ
所
二
大
ナ
ル
樹
ノ
本
二
宿
ヌ
。
（
中
略
）

　
　
　
ア
ケ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ
ハ
メ
　
ア
ヤ
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
エ
キ
　
　
モ
ト
　
　
メ
グ

　
　
　
夜
蹉
ヌ
レ
バ
、
道
公
、
此
ノ
事
ヲ
極
テ
惟
ビ
恐
レ
テ
、
樹
ノ
本
ヲ
巡
リ
見
ル

　
　
　
　
ス
ベ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
ク
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ル
　
　
ク
チ

　
　
ニ
、
惣
テ
人
元
シ
、
ロ
ハ
道
祖
ノ
神
ノ
形
ヲ
造
タ
ル
有
リ
。
其
ノ
形
、
奮
ク
朽

　
　
オ
ホ
ク
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
リ

　
　
テ
多
ノ
年
ヲ
経
タ
リ
ト
見
ユ
。
男
ノ
形
ノ
ミ
有
テ
、
女
ノ
形
ハ
元
シ
。
前
二
板

　
　
　
カ
キ
　
　
　
　
　
エ
　
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

　
　
ニ
書
タ
ル
槍
馬
有
リ
、
足
ノ
所
破
レ
タ
リ
。
道
公
、
此
レ
ヲ
見
テ
、
「
夜
ル
ハ
、

　
　
　
サ
ヘ
ノ
カ
ミ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
リ

　
　
此
ノ
道
祖
ノ
云
ヒ
ケ
ル
也
ケ
リ
ト
」
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
グ
ブ
　
セ
　
　
　
　
　
シ
モ
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ト
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
ク

　
　
　
若
シ
、
其
レ
ニ
不
共
奉
ネ
バ
、
答
ヲ
以
テ
打
チ
、
言
ヲ
以
テ
罵
ル
。
此
ノ
苦
、

　
　
マ
コ
ト
タ
ヘ
ガ
タ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゲ
レ
ツ
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ヤ
ウ
ホ
ン
　
　
ク

　
　
實
二
難
堪
シ
。
然
レ
バ
、
今
、
此
ノ
下
劣
ノ
神
形
ヲ
弄
テ
・
、
速
二
上
品
ノ
功

　
　
ド
ク
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
ル
ベ

　
　
徳

ノ
身
ヲ
得
ム
ト
思
フ
。
其
レ
、
聖
人
ノ
御
力
二
可
依
シ
」
ト
。
（
中
略
）

　
　
ソ
ノ
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
ヘ
ノ
カ
ミ
　
　
コ
ト
　
シ
タ
ガ
ヒ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
ク
リ
　
　
　
　
　
　
　
サ
ヘ
ノ
カ
ミ

　
　
其
後
チ
、
道
公
、
道
祖
ノ
言
二
随
テ
、
忽
二
柴
ノ
船
ヲ
造
テ
、
此
ノ
道
祖
神
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
ポ
ト
リ
　
ユ
キ

　
　
像

ヲ
乗
セ
テ
、
海
邊
二
行
テ
、
此
レ
ヲ
海
ノ
上
二
放
チ
浮
ブ
。
其
ノ
時
二
、
風

　
　
タ
　
タ
　
　
　
　
　
　
ウ
ゴ
カ
ズ
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
サ
シ
　
　
　
　
　
サ
リ

　
　
不
立

ズ
、
波
不
動
シ
テ
、
柴
船
、
南
ヲ
指
テ
走
リ
去
ヌ
。

　

こ
の
説
話
の
な
か
で
、
三
つ
ほ
ど
注
目
す
べ
き
点
が
あ
る
。

　
一
つ
は
、
一
二
世
紀
ご
ろ
に
は
、
道
祖
神
信
仰
が
都
・
地
方
官
衙
の
み
で
は
な
く
、

各
地
に
拡
が
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
二

つ

に
は
、
道
祖
神
像
が
道
端
に
立
ち
、
そ
の
像
は
お
そ
ら
く
下
半
身
に
陽
物
・

陰
部
を
表
現
し
た
も
の
で
、
当
時
「
下
劣
ノ
神
形
」
と
み
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　
三

つ

に
は
、
道
祖
神
は
猿
田
彦
の
役
割
を
も
ち
、
行
疫
神
の
先
導
役
を
つ
と
め
て

い
た

こ
と
で
あ
る
。
先
に
も
触
れ
て
い
る
が
、
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
、

衝
神
（
チ
マ
タ
ノ
カ
ミ
）
は
猿
田
彦
神
と
も
称
さ
れ
て
い
る
。
当
時
、
道
祖
神
と
猿

田
彦
神
は
き
わ
め
て
密
接
な
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
現

在
の
民
俗
行
事
に
お
い
て
も
、
両
者
は
ほ
ぼ
一
体
で
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
4
）
百
済
と
陽
物
形
木
簡
・
道
祖

　
百
済
王
京
の
羅
城
の
外
、

点
の
特
徴
を
有
し
て
い
る
。

東
門
付
近
か
ら
出
土
し
た
陵
山
里
寺
跡
木
簡
は
次
の
三

・

扶
余
城
の
東
門
跡
付
近
か
ら
出
土
し
て
い
る
こ
と

・

木
簡
が
陽
物
形
で
あ
る
こ
と

・
「
道
の
縁
に
立
つ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

　
本
木
簡
は
六
世
紀
に
お
け
る
扶
余
（
百
済
王
京
）
を
囲
む
羅
城
の
東
門
入
り
口
付

近

で
、
常
設
の
柱
状
の
も
の
に
架
け
ら
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
原
始
信
仰
で
は
、
陽
物
は
、
一
般
的
に
活
力
と
威
赫
の
象
徴
と
さ
れ
、
す
な
わ
ち

邪
悪
な
も
の
を
鎮
め
る
機
能
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
。
王
の
居
住
す
る
王
京
は
、
常

に
清
浄
に
保
た
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
邪
悪
な
も
の
が
王
京
に
入
る
こ
と
を

防
ぐ
た
め
に
陽
物
形
木
製
品
を
掲
げ
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　
六
世
紀
の
百
済
の
王
京
で
行
わ
れ
て
い
た
、
い
わ
ゆ
る
都
城
祭
祀
は
、
や
が
て
日

本
列
島
に
お
い
て
都
城
制
が
本
格
的
に
開
始
さ
れ
た
七
世
紀
半
ば
の
前
期
難
波
宮
以

降
、
導
入
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
　
『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
、
白
錐
四
年
（
六
五
三
）
六
月
、
僧
呈
が
没
し
た
た
め
に
、

画
工
狛
堅
部
子
麻
呂
と
螂
魚
戸
直
等
に
命
じ
て
仏
像
を
造
ら
せ
、
川
原
寺
に
安
置
し

た
。
狛
堅
部
子
麻
呂
は
斉
明
五
年
（
六
五
九
）
是
歳
条
に
み
え
る
「
高
麗
画
師
子
麻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

呂
」
と
同
一
人
物
と
み
ら
れ
て
い
る
。

　
螂
魚
戸
を
『
新
撰
姓
氏
録
』
右
京
諸
蕃
下
に
み
え
る
「
道
祖
史
」
と
同
一
と
み
る

こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
同
書
に
は
道
祖
史
は
「
百
済
国
王
挨
許
里
公
の
後
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
、
百
済
か
ら
の
渡
来
し
た
画
師
の
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
そ
の
後
の
道
祖

の

ウ
ジ
名
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

イ
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

天
平
勝
宝
七
年
（
七
五
五
）
十
月
、
正
倉
院
調
庸
緋
絶
帳
緋
施
紐
銘
文
（
図
1
8
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
六
寸

　
「
伊
豆
国
田
方
郡
依
馬
郷
委
文
連
大
川
調
緋
狭
施
壼
匹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
闊
一
尺
九
寸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

国
司
史
生
正
八
位
下
劃
酒
人

　
　
天
平
勝
宝
七
歳
十
月
主
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郡
司
主
帳
外
従
八
位
下
矢
作
部
上
麻
呂

「道
租
戸
」
は
「
道
祖
戸
」
の
こ
と
、
「
脚
魚
戸
」
に
も
通
じ
る
で
あ
ろ
う
。
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図18伊豆国調絶に見えるウジ名「道租戸」（道祖戸）
　　　〔松嶋順正編『正倉院宝物銘文集成』1978年〕

ロ
．
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
十
一
年
（
七
八
〇
）
三
月
辛
卯
条

　
　
伊
勢
国
大
目
正
六
位
上
道
祖
首
公
麻
呂
白
丁
杖
足
等
賜
二
姓
三
林
公
ぺ

　

さ
ら
に
は
、
道
祖
史
に
つ
い
て
の
次
の
二
史
料
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
と
い
え
よ

・
つ
。ハ

．
『
三
代
実
録
』
貞
観
四
年
（
八
六
二
）
七
月
二
十
八
日
乙
未
条

　
　
右
京
人
中
宮
少
属
正
八
位
上
道
祖
史
豊
富
賜
二
姓
惟
道
宿
禰
づ
　
阿
智
使
主
之
党

　
　
類
。
自
二
百
済
国
一
来
帰
也
。

二
，
「
三
代
実
録
』
貞
観
七
年
五
月
二
十
日
庚
子
条

　
　
左
京
人
造
酒
令
史
正
⊥
ハ
位
上
道
祖
史
永
主
。
散
位
大
初
位
下
道
祖
史
高
直
等
二

　
　
人
。
賜
二
姓
惟
道
宿
禰
づ
　
其
先
。
出
レ
自
二
百
済
国
人
主
孫
許
里
一
也
。

以

上
か

ら
、
道
祖
史
は
と
も
に
百
済
国
か
ら
渡
来
し
、
「
道
祖
」
と
い
う
ウ
ジ
名
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

称

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
さ
ら
に
日
本
の
都
城
の
道
の
祭
祀
と
百
済
と
の
関
連
を
う
か
が
わ
せ
る
注
目
す
べ

き
事
実
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
難
波
宮
の
南
辺
で
は
、
四
天
王
寺
、
阿
倍
氏
の
氏

寺
と
さ
れ
る
阿
倍
寺
の
ほ
か
に
、
百
済
の
亡
命
王
族
百
済
王
氏
の
氏
寺
と
さ
れ
る
百

済
寺
（
堂
ヶ
芝
廃
寺
）
、
さ
ら
に
天
王
寺
区
細
工
谷
遺
跡
か
ら
は
、
「
百
済
尼
」
、
「
百

尼
寺
」
な
ど
と
墨
書
さ
れ
た
土
器
が
見
つ
か
り
、
こ
の
地
に
百
済
王
氏
の
も
う
一
つ

の
氏
寺
、
「
百
済
尼
寺
」
が
存
在
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
（
図
1
9
）

　

こ
の
事
実
は
、
古
代
朝
鮮
の
百
済
の
王
都
に
お
い
て
、
東
門
付
近
で
行
わ
れ
た
陽

物
形
木
製
品
を
用
い
た
祭
祀
が
前
期
難
波
宮
の
北
西
隅
で
同
様
に
実
施
さ
れ
た
こ
と

と
の
関
連
を
示
唆
す
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

　
都
城
祭
祀
と
し
て
明
確
に
律
令
に
規
定
さ
れ
て
い
る
道
饗
祭
は
、
天
皇
の
居
る
都

城
に
邪
悪
な
も
の
を
入
ら
せ
な
い
た
め
に
行
わ
れ
て
い
る
。
記
紀
神
話
に
み
え
る
衝
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き
立
て
ら
れ
た
杖
は
岐
神
（
フ
ナ
ト
ノ
カ
ミ
）
と
呼
ば
れ
た
が
、
こ
の
岐
神
と
杖
の

関
連
が
、
岐
神
を
祭
っ
た
道
饗
祭
に
お
い
て
、
陽
物
形
木
製
品
を
道
に
立
て
邪
悪
な

も
の
の
侵
入
を
く
い
止
め
よ
う
と
し
た
祭
祀
行
為
に
通
ず
る
も
の
と
理
解
で
き
る
。

さ
ら
に
こ
の
祭
り
で
は
、
熊
の
皮
、
牛
の
皮
、
鹿
の
皮
な
ど
獣
皮
が
用
い
ら
れ
て
い

る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
九
世
紀
の
「
古
語
拾
遺
』
に
よ
れ
ば
、
怒
れ
る
神
を
鎮
め
る

た
め
に
、
水
田
の
水
口
に
牛
肉
と
と
も
に
陽
物
が
置
か
れ
て
い
る
。
牛
肉
や
陽
物
を

祭

り
に
用
い
る
点
は
、
道
教
的
呪
術
の
要
素
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
か
。

　
畔
で
方
形
に
囲
ま
れ
た
状
況
は
、
都
城
の
羅
城
に
相
当
し
、
水
口
は
外
に
通
ず
る

都
城
の
門
と
同
様
の
意
義
を
も
っ
て
い
る
。

　
古
代
国
家
に
と
っ
て
、
都
城
祭
祀
と
水
田
祭
祀
が
類
似
の
祭
祀
形
態
を
有
す
る
点

は
、
き
わ
め
て
重
要
な
意
義
が
あ
り
、
今
後
の
検
討
課
題
と
位
置
づ
け
た
い
。

図19　1866年『大阪実測図』に見える方格地割の痕跡と百済関係の寺院
　　　㊦細工谷遺跡（「百済尼寺」）②堂ヶ芝廃左　き）字百済寺
　　　〔古ll∫晃「難波宮発掘」（森公章編　日本0）時代史3『倭国から日本へ』吉川弘文館2002年
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（
5
）
ま
と
め

　
本
格
的
都
城
が
造
営
さ
れ
た
七
世
紀
後
半
、
天
皇
の
居
所
を
は
じ
め
、
都
城
内
を

清
浄
に
保
ち
、
邪
悪
な
も
の
の
侵
入
を
防
ぐ
た
め
に
、
京
城
の
四
隅
の
道
上
で
道
饗

祭
を
実
施
し
た
。

　
そ
の
道
饗
祭
の
特
異
な
祭
祀
形
態
と
し
て
二
つ
の
特
徴
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
つ
は
の
ち
の
『
小
野
宮
年
中
行
事
』
に
道
饗
祭
事
と
し
て
み
え
る
よ
う
に
、
陽

物
を
表
現
し
た
神
像
（
陰
部
を
表
現
し
た
女
性
像
と
対
の
場
合
も
あ
り
）
が
チ
マ
タ

に

立
て

ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
当
時
の
人
々
に
は
奇
異
な
も
の
と
意
識
さ
れ
、
『
今

昔
物
語
集
』
巻
一
三
ー
第
三
四
に
お
い
て
も
「
下
劣
ノ
神
形
」
と
表
現
さ
れ
る
よ
う

な
呪
術
的
要
素
の
強
い
祭
祀
形
態
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
祭
祀
は
、
六
世
紀
の
百
済

の
王
京
の
入
り
口
近
く
の
道
の
縁
に
陽
物
形
木
製
品
を
立
て
る
と
い
う
祭
祀
の
形
態

を
、
七
世
紀
後
半
の
日
本
の
都
城
祭
祀
に
導
入
し
た
こ
と
に
よ
る
と
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。

　
も
う
一
つ
は
、
道
饗
祭
の
祭
料
に
牛
・
猪
・
鹿
・
熊
と
い
う
四
つ
の
動
物
皮
が
供

え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
延
喜
式
に
み
え
る
宮
城
四
隅
疫
神
祭
、
障
神
祭
な
ど
も

含
め
て
、
す
べ
て
道
に
関
わ
る
祭
祀
、
と
く
に
疫
病
な
ど
の
邪
悪
な
も
の
の
都
城
へ

の

侵
入
を
阻
止
す
る
祭
祀
に
限
っ
て
四
つ
の
動
物
皮
が
供
え
ら
れ
て
い
る
点
は
き
わ

め

て

特
異
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
四
つ
の
動
物
皮
が
祭
料
と
し
て
供
え
ら
れ
る
理
由
に
は
二
つ
の
可
能

性
が
想
定
さ
れ
る
。

　
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
は
、
陽
物
形
木
製
品
が
、
邪
悪
な
も
の
の
侵
入
を
防
ぐ
た

め

に
威
嚇
す
る
機
能
を
備
え
て
い
る
と
い
う
理
解
と
同
様
に
、
獣
皮
を
も
っ
て
疫
神

の

よ
う
な
邪
悪
な
も
の
を
威
嚇
し
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
考
え
方
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
も
う
一
つ
は
、
『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
ー
第
二
四
話
に
お
い
て
、
主
人
公
楢
磐
嶋

が
閻
羅
王
の
使
の
鬼
に
召
さ
れ
よ
う
と
し
た
時
に
、
使
の
鬼
が
賂
と
し
て
「
我
、
牛

の

宍
の
味
を
嗜
む
が
故
に
、
牛
の
宍
を
饗
せ
よ
」
と
要
求
し
た
の
で
牛
二
頭
を
進
め

て

免
さ
れ
た
と
い
う
。

　
邪
悪

な
神
が
牛
肉
を
好
む
と
い
う
当
時
の
信
仰
か
ら
四
種
の
動
物
を
祭
料
と
し
て

供
え
た
と
い
う
考
え
方
も
成
り
立
ち
え
よ
う
。
た
だ
し
、
祭
料
と
し
て
、
動
物
の
肉

で
は

な
く
、
皮
・
毛
皮
で
あ
る
点
、
さ
ら
に
道
饗
祭
に
お
い
て
牛
皮
二
張
に
対
し
て

猪
・
鹿
・
熊
皮
は
四
張
と
し
て
い
る
点
を
重
視
す
れ
ば
、
獣
物
の
皮
を
供
え
る
こ
と

は
饗
応
で
は
な
く
、
威
嚇
行
為
と
み
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
道
饗
祭
は
、
陽
物
形
や
動
物
皮
な
ど
を
用
い
た
き
わ
め
て
外
来
の
呪
術
的
要
素
の

強
い
特
異
な
祭
祀
形
態
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
今
回
、
百
済
王
京
の
羅
城
の
東
門
跡
付
近
の
道
縁
に
立
て
ら
れ
た
陽
物
形
木
製
品

の
発
見

に
よ
っ
て
、
古
代
日
本
に
お
け
る
都
城
制
の
本
格
的
成
立
と
と
も
に
、
道
饗

祭
の
よ
う
な
祭
祀
が
実
施
さ
れ
、
そ
の
祭
祀
形
態
は
、
日
本
列
島
に
お
け
る
従
来
の

一
般
的
信
仰
と
は
異
質
な
外
来
の
呪
術
的
要
素
を
強
く
備
え
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

こ
の
道
饗
祭
・
障
神
祭
な
ど
を
含
め
た
道
に
関
わ
る
古
代
の
都
城
祭
祀
こ
そ
、
道

祖
神
信
仰
の
原
点
と
い
え
よ
う
。

　
現
在
に
お
け
る
道
祖
神
信
仰
の
民
俗
学
の
通
説
的
理
解
は
、
「
は
じ
め
に
」
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

紹
介
し
た
よ
う
に
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
わ

が
国
で
一
般
に
「
道
祖
神
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
中
部
地
方
か
ら
関

東
西
部
に
密
集
し
て
分
布
す
る
石
造
物
の
道
祖
神
で
あ
ろ
う
。
ド
ウ
ソ
ジ
ン
と
呼
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

れ

る
も
の
の
ほ
か
、
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
・
サ
エ
ノ
カ
ミ
な
ど
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
あ
る
。

こ
れ
ら
の
地
域
の
道
祖
神
信
仰
は
、
小
正
月
行
事
を
中
心
に
さ
ま
ざ
ま
な
ヴ
ァ
リ

エ

ー
シ
ョ
ン
を
も
っ
て
豊
富
な
内
容
を
伝
承
し
て
い
る
。

　
ま
た
日
本
の
古
代
、
人
々
が
社
会
生
活
を
営
む
よ
う
に
な
っ
た
時
期
か
ら
道
祖
神

（塞
の

神
）
は
ム
ラ
や
家
の
安
泰
を
は
か
る
た
め
に
形
成
さ
れ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。

　
結
局
の
と
こ
ろ
、
道
祖
神
信
仰
は
こ
れ
ま
で
民
俗
学
で
想
定
し
た
よ
う
に
、
古
代

の

村
々
に
す
で
に
存
在
し
た
も
の
で
は
な
く
、
古
代
の
都
城
祭
祀
と
し
て
き
わ
め
て

政

治
的
に
創
出
さ
れ
た
特
異
な
祭
祀
形
態
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
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れ

ゆ
え
に
道
祖
（
神
）
信
仰
は
、
ま
ず
都
城
で
成
立
し
、
や
が
て
そ
の
出
先
と
も
い

う
べ
き
地
方
都
市
に
お
い
て
も
実
施
さ
れ
た
。

　
　
『
和
名
類
聚
抄
』
で
は
道
祖
を
「
サ
エ
ノ
カ
ミ
」
と
訓
み
な
が
ら
、
「
道
祖
し
す

な
わ
ち
道
路
の
神
の
説
明
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
道
祖
王
が
反
対
語
「
麻
度
比
」

（ま
ど
ひ
）
と
さ
れ
た
の
も
、
「
道
祖
」
の
理
解
は
道
路
の
神
と
し
て
道
し
る
べ
の
よ

う
な
字
義
に
よ
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　
道
祖
は
道
の
神
（
祖
神
）
、
ク
ナ
ト
ノ
カ
ミ
、
サ
エ
ノ
カ
ミ
な
ど
の
道
に
関
わ
る

神
を
総
称
し
て
「
道
祖
」
と
し
て
、
あ
え
て
道
祖
神
と
神
名
を
特
定
し
な
か
っ
た
の

で

は
な
い
か
。
し
か
も
ク
ナ
ト
ノ
カ
ミ
な
ど
を
祀
る
道
饗
祭
や
障
神
（
サ
エ
ノ
ヵ
ミ
）

祭
り
な
ど
も
「
道
祖
」
は
包
括
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
か
ら

い

え
ば
、
『
和
名
類
聚
抄
』
の
「
道
祖
・
岐
神
・
道
神
」
と
い
う
記
載
は
、
三
神
の

並
列
で
は
な
く
、

「道
祖

　
　
岐
神

　
　
道
神
」

と
い
う
記
載
の
仕
方
と
理
解
す
れ
ば
、
右
記
の
内
容
と
合
致
す
る
と
い
え
よ
う
。

　

『今
昔
物
語
集
』
巻
一
九
ー
第
一
二
の
「
其
ノ
道
祖
神
ノ
祠
ノ
辺
二
…
」
や
『
色

　
　
　
　
　
　
　
　
サ
ヘ
ノ
カ
ミ

葉
字
類
抄
』
（
人
倫
）
「
道
祖
神
」
な
ど
、
一
二
世
紀
以
降
の
文
献
史
料
で
初
め
て
「
道

祖
神
」
と
い
う
表
記
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
さ
き
に
あ
げ
た
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
一
三
ー
第
三
四
に
よ
れ
ば
、
こ
の
当
時

に

お

い
て

も
あ
く
ま
で
も
道
の
神
と
し
て
の
「
道
祖
し
で
あ
り
、
神
形
を
「
道
祖
神
」

と
称
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
当
初
、
道
に
関
わ
る
神
と
祭
を
総
称
し
て
「
道
祖
」
と
し
た
が
、

一
二
世
紀
以
降
、
ク
ナ
ト
（
フ
ナ
ト
）
ノ
カ
ミ
と
し
て
具
体
的
な
人
形
が
作
ら
れ
、

チ

マ

タ
や
道
沿
い
に
立
て
ら
れ
る
と
、
そ
の
人
形
を
「
道
祖
神
」
と
呼
称
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。
（
図
2
0
）

’
’

’

’

w
　
＼

な
お
、
「
道
祖
神
」

源
厳
子
地
林
相
搏

〆

の

初
見
史
料
は
、
長
和
二
年

　
　
　
（
2
4
）

（伝
）
券
文
（
抜
粋
）

奉
親
宿
禰
領
林
二
段
曾
禰
西
里
六
坪
之
内

　
　
限
東
州
山
西
小
坂

四

至

　
限
西
残
林
杵
道
祖
神
小
坂

　
　
　
　
　
　
　
O
　
　
O
　
　
O

〔、、、

～
図20民俗行事に見える道祖神（昭和初期）
辻に立つ木像道祖神一長野県下高井郡野沢温泉村
〔神野善治『入形道祖神一境界神の原像』〕

（
一
〇
一
三
）
六
月
二
二
日
付
、

限
南
爲
孝
等
林
井
高
墓

限
北
岸
井
流

で
あ
る
。

　
一
方
、
「
道
祖
」
に
包
括
さ
れ
た
も
う
一
つ
の
性
格
と
し
て
の
．
道
の
神
（
タ
ム

ケ
ノ
カ
ミ
）
”
も
一
〇
世
紀
以
降
、
絵
画
の
世
界
で
具
体
像
が
明
確
に
描
か
れ
て
い
る
。

　
一
〇
世
紀
初
頭
頃
に
成
っ
た
『
信
貴
山
縁
起
』
（
三
巻
、
朝
護
孫
子
寺
蔵
）
の
「
尼

公
の

巻
」
は
、
信
濃
国
の
人
、
命
蓮
が
東
大
寺
で
受
戒
す
る
た
め
、
姉
一
人
を
残
し

て

奈
良
（
南
都
）
に
の
ぼ
り
、
姉
（
尼
公
）
は
弟
の
行
方
を
尋
ね
て
、
奈
良
の
旅
を

思
い
立

つ

、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
（
図
2
1
）
は
、
南
都
に
近
く
、
あ
る

古
老
に
命
蓮
の
消
息
を
尋
ね
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
尼
公
と
そ
の
従
者
の
背
後
に
、

旅

行
く
人
の
た
め
の
道
祖
神
の
小
さ
な
祠
が
、
道
端
に
祀
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
祠
の
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前
に
幣
で
囲
ま
れ
た
石
の
台
の
上
に
球
状
の
も
の
が
描
か
れ
て
い
る
。
（
図
2
1
）

　

こ
の
描
き
方
と
類
似
し
た
絵
画
が
一
二
世
紀
半
ば
頃
の
作
と
さ
れ
る
『
扇
面
古
写

経
』
で
あ
る
。
旅
装
し
た
女
性
と
そ
の
背
後
に
は
辻
神
の
祠
を
描
き
、
そ
の
前
に
幣

が
立

て

ら
れ
、
「
丸
石
」
が
置
か
れ
て
い
る
。
辻
に
あ
る
こ
の
祠
は
、
道
祖
神
（
道

の
神
）
を
祀
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
年
中
行
事
絵
巻
』
巻
三
（
住
吉
本
）
に
よ
れ
ば
、
闘
鶏
の
場
面
で
、
老
木
立
に

囲
ま
れ
た
祠
は
す
べ
て
丹
塗
り
で
、
神
前
に
は
神
酒
と
供
物
が
供
え
ら
れ
、
そ
の
横

の

さ
ら
に
小
さ
な
祠
に
は
「
丸
石
」
が
供
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
草
合
の
場
面
に

も
小
祠
に
は
「
丸
石
」
が
供
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
遊
行
上
人
縁
起
』
で
も
、

遊
行
上
人
一
行
が
旅
行
く
道
の
傍
の
小
祠
に
は
「
丸
石
」
が
置
か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
数
多
く
の
絵
巻
の
中
で
、
道
端
あ
る
い
は
辻
の
小
祠
の
前
ま
た
は
祠

の

中
に
丸
石
が
供
え
ら
れ
て
い
る
。
小
祠
が
旅
人
の
安
全
を
祈
願
す
る
神
を
祀
っ
た

も
の
、
い
わ
ゆ
る
道
の
神
を
祀
っ
た
も
の
と
想
定
で
き
よ
う
。
こ
れ
ら
道
の
傍
の
小

祠
の
前
ま
た
は
祠
の
中
の
丸
石
が
現
在
の
山
梨
県
内
で
特
徴
的
に
み
ら
れ
る
丸
石
道

祖
神
に
系
統
的
に
つ
な
が
る
も
の
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
（
図
2
2
）

　
そ
の
後
、
一
四
世
紀
の
『
源
平
盛
衰
記
』
に
は
、
道
祖
神
が
系
譜
的
に
物
語
ら
れ

て

い
る
。

　
「
奥
州
名
取
郡
笠
嶋
ノ
道
祖
神
（
略
）
コ
レ
ハ
都
ノ
賀
茂
ノ
河
原
ノ
西
、
一
條
ノ

北

ノ
辺
ニ
オ
ハ
ス
ル
出
雲
路
ノ
道
祖
神
ノ
女
也
ケ
ル
ヲ
、
イ
ツ
キ
カ
シ
ヅ
キ
テ
、
ヨ

キ
夫
二
合
セ
ン
ト
シ
ケ
ル
ヲ
、
商
人
二
嫁
テ
、
親
二
勘
当
セ
ラ
レ
テ
、
此
国
へ
被
二

追

下
一
給
ヘ
リ
ケ
ル
ヲ
、
国
人
是
ヲ
崇
敬
テ
、
神
事
再
拝
ス
（
下
略
ご

　

こ
の
「
笠
嶋
ノ
道
祖
神
」
は
、
有
名
な
松
尾
芭
蕉
の
『
奥
の
細
道
』
（
元
禄
二
年

〈
一
六

八

九
〉
）
に
登
場
す
る
。
そ
も
そ
も
芭
蕉
は
『
奥
の
細
道
』
の
冒
頭
〈
発
端
〉

に
お
い
て
「
そ
ぞ
ろ
神
の
も
の
に
つ
き
て
心
を
狂
は
せ
、
道
祖
神
の
招
き
に
あ
ひ
て

取

る
も
の
手
に
つ
か
ず
」
と
旅
の
動
機
と
し
て
、
道
祖
神
の
招
き
と
表
現
し
て
い
る
。

図21道の神を祭った小祠の前の丸石〔「信貴山縁起模本　尼公巻」東京国立博物館蔵〕
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そ
し
て
、
「
鎧
摺
・
白
石
の
城
を
過
ぎ
、
笠
島
の
郡
に
入
れ
ば
、
藤
中
将
実
方
の
塚

は

い

つ
く
の
ほ
ど
な
ら
ん
と
、
人
に
問
へ
ば
、
「
こ
れ
よ
り
遙
か
右
に
見
ゆ
る
山
際

の
里

を
、
蓑
輪
・
笠
島
と
い
ひ
、
道
祖
神
の
社
・
形
見
の
薄
今
に
あ
り
」
と
教
ふ
。
」

と
、
芭
蕉
は
笠
島
の
道
祖
神
を
訪
れ
て
い
る
。

　
以
上

を
整
理
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
百
済
王
京
跡
の
道

の

祭
祀
は
、
日
本
の
都
城
祭
祀
の
う
ち
の
道
饗
祭
を
は
じ
め
と
す
る
道
の
祭
祀
形
態

に

大
き
な
影
響
を
与
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ヤ

チ

マ

タ
ヒ
コ
・
ヤ
チ
マ
タ
ヒ
メ
や
ク
ナ
ト
ノ
神
を
祭
る
道
饗
祭
な
ど
の
道
の
祭

祀

は
、
陽
物
や
獣
の
皮
な
ど
を
用
い
る
呪
術
的
要
素
を
含
む
特
異
な
形
態
で
あ
っ
た
。

現
在
の
民
俗
行
事
の
道
祖
神
祭
が
そ
う
し
た
特
異
な
祭
祀
形
態
を
内
包
し
て
い
る
こ

と
か
ら
も
、
そ
の
源
流
を
百
済
や
日
本
の
都
城
祭
祀
の
道
に
関
わ
る
祭
祀
に
求
め
る

の

は
一
応
妥
当
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
系
統
的
に
い
え
ば
、
「
道
祖
」
は
ク
ナ
ト
（
フ
ナ
ト
）
ノ
カ
ミ
・

サ

エ

ノ
カ
ミ
と
い
う
。
邪
悪
な
も
の
の
侵
入
を
防
ぐ
カ
ミ
”
と
、

タ
ム
ケ
ノ
カ
ミ
と
い
う
”
旅
人
の
安
全
を
守
る
道
の
カ
ミ
”
と
い

う
二
要
素
を
包
括
す
る
概
念
と
し
て
少
な
く
と
も
七
世
紀
～
一
〇

世
紀
頃
ま
で
機
能
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
祭
祀
形
態
で
い
え
ば
、

日
本
の
都
城
や
地
方
官
衙
に
お
い
て
も
、
百
済
王
京
と
同
様
に
四

隅
や
入
り
口
付
近
に
陽
物
を
掲
げ
る
祭
祀
が
実
施
さ
れ
た
と
想
定
　
　
皐
ぷ

さ
れ
る
。

　
一
〇
世
紀
以
降
、
道
の
祭
祀
は
政
治
と
儀
礼
の
場
の
多
様
化
と

と
も
に
、
都
城
や
地
方
官
衙
の
方
形
の
四
隅
で
は
な
く
、
京
の
街

や
各
地
の
辻
な
ど
で
実
施
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
二
世
紀
頃
以
降
、
京
な
ど
の
チ
マ
タ
に
ク
ナ
ト
（
フ
ナ
ト
）

ノ
カ
ミ
・
サ
エ
ノ
カ
ミ
と
し
て
男
女
の
人
形
（
陽
物
・
陰
部
を
表

現

し
た
特
異
な
人
形
）
が
登
場
し
、
そ
の
人
形
を
「
道
祖
神
」
と

表
現
し
た
。

　
一
方
、
行
人
の
安
全
を
守
る
道
の
神
の
御
神
体
も
”
丸
石
”
と
い
う
具
体
的
な
姿

が
一
〇
世
紀
以
降
の
絵
巻
物
に
描
か
れ
て
い
る
。
「
道
祖
」
の
二
要
素
（
ク
ナ
ト
〈
フ

ナ
ト
〉
ノ
カ
ミ
・
サ
エ
ノ
カ
ミ
と
タ
ム
ケ
ノ
カ
ミ
）
は
、
中
世
的
世
界
の
な
か
で
、

具
現
化

（男
女
の
人
形
と
丸
石
）
す
る
が
、
お
そ
ら
く
、
両
者
と
も
「
道
祖
神
」
と

呼
称
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

『仙
源
抄
』
（
応
永
三
年
〈
二
二
九
六
〉
成
立
、
『
新
校
群
書
類
従
』
第
三
一
八
巻
）

「
ぬ

さ
」
幣
也
。
麻
。
旅
行
時
道
祖
神
ヲ
祭
リ
テ
、
錦
銭
散
米
ヲ
マ
ク
ヲ
イ
フ

『御
調
八
幡
宮
蔵
日
本
書
紀
第
一
聞
書
き
』
（
応
永
二
十
六
年
〈
一
四
一
九
〉
）

　
世
俗
ニ
ハ
道
祖
神
（
サ
イ
ノ
カ
ミ
）
ト
云
ヌ
タ
ム
ケ
ノ
神
ト
モ
ヨ
ム
也

図22　現在の丸石道祖神〔甲府市．ヒ石田自治会所有〕
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こ
れ
ら
の
中
世
の
史
料
で
は
、
道
祖
神
は
　
。
旅
の
神
”
　
。
タ
ム
ケ
ノ
神
”
　
す
な

わ
ち
「
道
神
」
の
要
素
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
か
つ
て

は
、
七
世
紀
半
ば
以
降
の
都
城
祭
祀
と
し
て
、
宮
そ
し
て
京
内
に
邪
悪
な

も
の
の
侵
入
を
防
ぐ
目
的
で
陽
物
な
ど
を
用
い
て
厳
粛
に
実
施
さ
れ
た
道
の
祭
祀
は
、

一
〇

世
紀
以
降
に
お
い
て
は
、
京
や
各
地
の
チ
マ
タ
な
ど
で
人
形
の
下
半
部
に
陽
物

や

陰
部
を
刻
み
記
し
た
男
女
二
体
の
像
を
人
々
は
「
こ
れ
を
奇
と
す
」
（
小
野
宮
年

中
行
事
）
、
「
下
劣
ノ
神
形
」
（
『
今
昔
物
語
集
』
）
と
評
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
古
代
の
都
城
と
同
様
に
村
落
に
邪
悪
な
も
の
が
侵
入
す
る
の
を
防
ぐ
村

の
祭
り
と
し
て
の
道
祖
神
祭
は
、
お
そ
ら
く
村
の
自
治
が
本
格
的
に
確
立
さ
れ
る
中

世
末
か
ら
近
世
に
入
っ
て
村
落
内
祭
祀
と
し
て
確
立
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら

に
は
村
落
に
お
け
る
境
界
祭
祀
的
要
素
に
加
え
て
、
豊
作
祈
願
、
縁
結
び
の
神
、
夫

婦
和
合
の
神
、
安
産
の
神
、
子
宝
の
神
そ
し
て
地
蔵
信
仰
な
ど
が
近
世
以
降
加
味
さ

れ
て

い
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
祭
り
の
場
も
村
境
か

ら
村
の
中
心
部
の
チ
マ
タ
に
移
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

註（
1
）
　
本
稿
に
先
立
ち
、
山
梨
県
立
博
物
館
開
館
企
画
展
「
や
ま
な
し
の
道
祖
神
祭
り
ー
ど

　
　
う
そ
じ
ん
・
ワ
ン
ダ
ー
ワ
ー
ル
ド
ー
」
（
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
］
五
日
～
一
二
月
一
一
日
開
催
）

　
　
展
示

図
録
に
「
古
代
に
お
け
る
道
の
祭
祀
ー
道
祖
神
信
仰
の
源
流
を
求
め
て
ー
」
と
題
し
た

　
　
小
論
を
掲
載
し
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
五
年
五
月
二
二
日
、
第
七
一
回
日
本
考
古
学
協
会
総
会
で

　
　

口
頭
発
表
し
た
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
「
古
代
に
お
け
る
道
の
祭
祀
」
国
士
館
大
学
考

　
　
古
学
会
編
『
古
代
の
信
仰
と
社
会
』
六
一
書
房
、
二
〇
〇
六
年
も
合
わ
せ
て
参
照
し
て
い
た
だ

　
　
き
た
い
。

（
2
）
　
国
立
扶
餓
博
物
館
・
扶
鯨
郡
『
陵
寺
扶
鹸
陵
山
里
寺
趾
発
掘
調
査
進
展
報
告
書
』
二
〇
〇
〇
年
。

（
3
）
　
サ
善
泰
「
扶
鹸
陵
山
里
出
土
百
済
木
簡
の
再
検
討
」
『
東
国
史
学
』
四
〇
号
、
二
〇
〇
四
年
。

（
4
）
　
常
光
徹
『
学
校
の
怪
談
ー
口
承
文
芸
の
展
開
と
諸
相
ー
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
↓
九
九
三
年
。

（
5
）
　
春
成
秀
爾
「
性
象
徴
の
考
古
学
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
六
六
集
、
一
九
九
六
年
。

　
　
　
な
お
、
井
戸
か
ら
出
土
す
る
古
代
の
陽
物
形
木
製
品
に
つ
い
て
は
、
井
戸
に
吊
し
、
水
が
洞

　
　
渇
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
祈
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
巽
淳
一
郎
『
ま
じ
な
い
の
世
界
n
』
〔
『
日

　
　
本
の
美
術
』
三
六
一
〕
至
文
堂
、
一
九
九
六
年
）
。
し
か
し
、
本
論
の
よ
う
に
陽
物
形
木
製
品
を

　
　
邪
悪
な
も
の
を
防
ぐ
呪
具
と
考
え
れ
ば
、
井
戸
の
底
か
ら
侵
入
す
る
邪
悪
な
も
の
（
例
え
ば
道

　
　
饗
祭
の
祝
詞
に
み
え
る
「
根
の
国
・
底
の
国
よ
り
鹿
で
疎
び
来
た
ら
む
物
」
）
を
防
ぐ
た
め
の
も

　
　
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

（
6
）
　
野
宮
は
、
斎
主
が
初
斎
院
で
の
潔
斎
を
終
え
、
さ
ら
に
約
一
年
間
、
潔
斎
を
重
ね
る
宮
城
外

　
　
の
浄
野
に
造
営
さ
れ
た
宮
で
あ
る
。
そ
の
野
宮
に
お
い
て
も
、
卜
部
が
宮
の
四
隅
の
道
上
で
道

　
　
饗
の
祭
を
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
祭
料
は
、
『
延
喜
式
』
巻
五
、
斎
宮
に
次
の
よ
う
に

　
　
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
『
延
喜
式
』
巻
五
、
斎
宮

　
　
　
　
野
宮
の
道
饗
の
祭

　
　
　
　
五
色
の
薄
施
各
一
丈
、
倭
文
四
尺
、
庸
布
二
段
、
木
綿
一
斤
十
両
、
麻
七
斤
五
両
、
鍬
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
口
、
牛
・
猪
・
鹿
・
熊
皮
各
二
張
、
米
・
酒
各
四
斗
、
稲
四
束
、
鰻
二
斤
五
両
、
堅
魚
五

　
　
　

斤
、
膳
八
升
、
塩
二
升
、
海
藻
五
斤
、
盆
四
口
、
杯
四
口
、
藁
四
囲
、
薦
一
枚

（
7
）
　
古
市
晃
「
難
波
宮
発
掘
」
森
公
章
編
『
日
本
の
時
代
史
3
　
倭
国
か
ら
日
本
へ
』
吉
川
弘
文

　
　
館
、
二
〇
〇
二
年
。

（
8
）
　
（
財
）
大
阪
府
文
化
財
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー
『
大
坂
城
趾
H
ー
大
阪
府
警
察
本
部
庁
舎
新
築

　
　
工
事
に
伴
う
発
掘
調
査
報
告
書
ー
本
文
編
』
二
〇
〇
二
年
。

（
9
）
　
イ
・
ロ
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
古
代
地
方
都
市
論
ー
多
賀
城
と
そ
の
周
辺
」
『
国
立
歴
史
民
俗
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博
物
館
研
究
報
告
』
第
七
八
集
、
一
九
九
九
年
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
1
0
）
　
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
『
多
賀
城
跡
－
昭
和
四
五
年
度
発
掘
調
査
概
報
ー
』
一
九
七
一

　
　
年
。

（
1
1
）
　
柳
田
国
男
「
石
神
問
答
」
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
一
二
巻
所
収
。

（
1
2
）
　
新
川
登
亀
男
『
道
教
を
め
ぐ
る
攻
防
』
大
修
館
書
店
、
一
九
九
九
年
。

（
1
3
）
　
和
田
奉
「
都
城
の
成
立
と
祭
祀
」
『
日
本
古
代
の
儀
礼
と
祭
祀
・
信
仰
中
』
塙
書
房
、

　
　
一
九
九
五
年
。

（
1
4
）
　
福
岡
市
教
育
委
員
会
『
九
州
大
学
総
合
移
転
用
地
内
理
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
概
報
2
1
元

　
　
岡
・
桑
原
遺
跡
群
発
掘
調
査
1
』
二
〇
〇
三
年
。

（
1
5
）
　
「
竈
神
」
木
簡
は
、
（
財
）
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
『
上
信
越
自
動
車
道
埋
蔵
文
化

　
　
財
発
掘
調
査
報
告
書
2
3
ー
更
埴
市
内
そ
の
二
ー
長
野
県
屋
代
遺
跡
群
出
土
木
簡
』
　
一
九
九
六

　
　
年
に
収
め
ら
れ
た
第
四
号
木
簡
で
あ
る
。

（
1
6
）
　
拙
稿
「
屋
代
遺
跡
群
木
簡
の
ひ
ろ
が
り
ー
古
代
中
国
・
韓
国
資
料
と
の
関
連
ー
」
『
信
濃
』

　
　
五
九
〇
号
、
一
九
九
九
年
。

（
1
7
）
　
前
掲
註
（
1
4
）
報
告
書
。

（
1
8
）
　
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
記
事
は
、
『
本
朝
世
紀
』
お
よ
び
『
扶
桑
略
記
』
に
み
ら
れ
る
。

　
　
『
扶
桑
略
記
』
第
二
十
五
に
、
天
慶
二
年
（
九
三
九
）
九
月
二
日
「
或
記
云
」
と
し
て
記
載
し
て
い
る
。

（
1
9
）
　
『
日
本
書
紀
　
下
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
の
頭
註
に
よ
る
。

（
2
0
）
　
松
嶋
順
正
編
『
正
倉
院
宝
物
銘
文
集
成
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
。

（
2
1
）
　
佐
伯
有
清
『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
　
考
証
篇
第
五
』
一
九
八
三
年
。

（
2
2
）
　
神
野
善
治
『
人
形
道
祖
神
ー
境
界
神
の
原
像
』
白
水
社
、
一
九
九
六
年
。

（
2
3
）
　
民
俗
学
で
は
、
「
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
」
と
何
故
呼
ば
れ
た
か
全
く
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ

　
　
で
参
考
ま
で
に
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
次
の
見
解
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
中
世
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
曽
我
物
語
』
の
一
写
本
『
真
名
本
曽
我
物
語
』
（
妙
本
寺

　
　
本
、
天
文
十
五
年
〈
一
五
四
六
〉
書
写
）
の
巻
第
七
に
「
鹿
嶋
大
明
神
第
八
王
子
道
鹿
神
奉
之
」

　
　
と
い
う
記
載
が
あ
り
、
こ
の
写
本
で
は
「
道
鹿
神
」
の
「
鹿
」
字
の
右
傍
に
「
麓
欲
」
と
注

　
　
記

し
て
い
る
。
こ
れ
は
『
訓
読
文
曽
我
物
語
』
（
大
石
寺
本
）
が
「
道
祖
神
」
と
表
記
し
て
い

　
　
る
こ
と
か
ら
、
本
来
「
道
鹿
（
ソ
）
神
」
と
表
記
す
べ
き
と
こ
ろ
「
道
鹿
（
ロ
ク
）
神
」
と

　
　
誤

記
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
「
鹿
」
と
「
麓
」
の
混
同
が
「
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
」
と
い

　
　
う
呼
称
を
生
み
だ
し
、
そ
の
後
各
地
で
「
ド
ウ
ソ
ジ
ン
」
で
は
な
く
「
ド
ウ
ロ
ク
ジ
ン
」
が

　
　
広
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

（
2
4
）
　
『
平
安
遺
文
』
第
二
巻
、
四
七
〇
号
文
書
。

（二
〇
〇
五
年
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
館
長
）

一
月
二
九
日
受
理
、
二
〇
〇
六
年
八
月
一
〇
日
審
査
終
了
）
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The　Origins　of　Belief　in　Dos（功in：From　the　Perspective　of　Wooden　“ybbutsu”－

S血aped　O切ects　and　Roadside　Rit皿als　in　A皿cient　Times

HIRAKAwA　Minami

　　　Dosolin（deities　of　travelers，　roads　and　borders）are　an　example　of　old　and　widely　beUeved　dei6es　that　form

part　of　Japanls　popular　reHgious　beUefs．　In　this　paper　the　allthor　focuses　on　one　inscribed　wooden　plaqtle　exca－

vated　from　the　imperial　capital　of　Paekche　in　ancient　Korea．　It　would　seem　that　a　yobutsu－shaped（representa60n

of　male　genitalia）wooden　plaque　had　hung丘om　a　pillar　located　near　the　entrance　to　the　east　gate　of　castle　walls

that　surrounded　the　imperial　capital　of　Paekche　in　the　nrst　half　of　the　sixth　century　AD．　It　is　believed　that　genital

forms　served　to　intimidate　and　were　used　as　supernatural　tools　to　ward　off　evil．　In　Japan，　genital－shaped　objects

have　been　excavated　from　places　such　as　the　fOur　corners　and　gates　of　the　mid－seventh　century　site　of　Naniwa－no－

miya　palace　and　from　the　palace　at　the　site　of　Taga　Castle　in　the　Tbhoku　region．　It　would　appear，　therefore，　that

rituals　that　used　yobutsu　were　held　in　ancient　Japan　for　travelers．　Tbday，　yobutsu　are　widely　used　in　Dosojin　dtes

held　throughout　the　country　From　the　10th　century　onwards，　the　places　of　po玉itics　and　courtesy　became　vari－

ous．　And　the　rituals　with　wooden　yobutsll　plaque　gradually　seem　to　have　disappeared．　Then　wooden　deities　with

carved　male　and　female　genitalia　on　the　lower　body　replaced　yobutsu　at　intersections．　These　figures　were　also

called　Dosojin．　It　may　be　concluded　from　an　investigation　of　the　recent　discovery　of　wooden　yobutsll　objects　and

the　site　of　their　excavation　that　the　origins　of　Dosolin　lie　in　ancient　Korea　and　in　rites　for　travelers　performed　at

imperial　castles　in　Japan．
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